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児童養護施設における生活安全感・安心感に関する研究  

－尺度開発と尺度活用の可能性の評価－ 

 

松村 香 

要旨 

本研究は，児童養護施設で暮らす子どもの安全感・安心感向上のためのアセスメント尺

度の開発と尺度活用の可能性の評価を目的とした．  

研究 1 は，2015 年 1～4 月，関東近郊にある 9 施設で暮らす子どもを対象に，安全感・

安心感に関する質問紙調査を実施した．有効回答 359 名を解析した結果，4 因子から成る

児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」を開発し信頼性・妥当性を検証した． 

研究 2 は，2016 年 1～4 月，8 施設の子どもを対象に，研究 1 と同様の調査を行い尺度

と被虐待体験との関連を検討した．有効回答 293 名を解析した結果，被虐待児童は，他の

子どもや職員への安心感が有意に低かった． 

研究 3 は，尺度活用の可能性を評価するために，2017 年 1～4 月，研究 2 と同様の調査

を行い個人の継年的変化を追跡した．追跡可能な 176 名を解析した結果，「他の子どもに

対する安全感」が有意に改善した．また，約 7 割の子どもが尺度の調査の必要性や継続を

希望していたことより本尺度の活用可能性を認めた． 
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A Study about Children's Sense of Safety and Security in children’s foster homes 

－The development of the scale and evaluate the possibility of using the Scale 

of Children's Sense of Safety and Security－ 

Kaori matsumura 

Abstract 

The purpose of this study was to develop an assessment scale and to evaluate the possibility of 

using the scale in order to improve children's sense of safety and security in foster homes. 

 In study1, we administrated the questionnaire including children's sense of safety and security 

to children at 9 foster homes near the metoropolitan area from January to April 2015. As a result 

of analyzing 359 effective answers, we developed the Scale of Children's Sense of Safety and 

Security consisting of 4 factors and verified its reliability and validity. 

 In study2, we administrated the same questionnaire as that of study 1 to children at 8 foster 

homes from January to April 2016, and examined the relationship between the scale scores and 

their abused experiences. As a result of analyzing 293 effective answers, the abused child was 

significantly less security sense for other children and staff. 

In study3, in order to evaluate the possibility of using the scale, we administrated the same 

questionnaire as that of study 2 to children at foster homes from January to April 2017 and tracked 

the change of each child. As a result of analyzing 176 traceable answers, "Safety feelings for other 

children" was significantly improved, and approximately 70% of children wanted the necessity and 

continuity of the questionnaire including children's sense of safety and security. 

 

Key word：children’s foster homes，Scale of Children's Sense of Safety and Security，possibility，

evaluation study 
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第 1 章  

序論   

 

Ⅰ．研究の背景  

1．わが国の児童虐待の現状と公衆衛生看護の役割 

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は，2017 年で 122,575 件にの

ぼり，児童虐待防止法施行前の 1999 年の 11,631 件に比べ約 10.5 倍の増加が見られて

いる 1)．また虐待による死亡事例も後を絶たない 2)など，子育てを支援し児童虐待の予

防に取り組むことは母子保健の重要な課題となっている．  

2012 年 8 月に成立した子ども・子育て支援法では，市町村が虐待を受けた児童等の

要保護児童も含め，地域の子ども・子育て家庭を対象とした事業を行うとともに，都道

府県が，社会的養護など，専門性の高い施策を引き続き担うため，都道府県が設置する

児童相談所を中心とする仕組みを維持するようにしている 1)．地域保健，とりわけ母子

保健は児童虐待については予防・早期発見・介入を行うが，児童相談所ならびに関連機

関と連携を取りながら児童虐待の予防に努めていくことが必要である．  

児童虐待への予防は，次の 2 つの観点から考えることができる．一つは，周産期か

らの子育て相談，新生児・産後訪問，4 カ月健診， 1 歳半健診，3 歳児健診などの健診，

保育園や学校での保育士や養護教諭による早期発見・介入 3)など，主に地域で子育てを

している家庭に対する予防，早期発見・早期介入・支援を中心にした一次予防、二次予

防の活動である．もう一つが，虐待を受けた子どもに対して，児童相談所が介入し，状

況によっては養育者から引き離し児童養護施設などの施設に措置された子どもや家族

への支援を通じた活動である．家族から虐待され，その結果引き離され施設に措置さ

れた子どもは，多くの問題を抱えていることが指摘されている．例えば，虐待を受けた

子どもの発達障害 4)，トラウマなどの精神障害の関連 5-8)，虐待を受けた子どもが親に

なった時に，再度虐待を引き起こす世代間伝達の問題が指摘されている 9)．このように
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施設に措置された子どもの心のケアならびに，虐待を引き起こしてしまう家族への支

援は，虐待の繰り返しや世代間伝達を防ぐ意味でも三次予防として重要な意味を持つ． 

また，児童養護施設に入所している子どもは幼児から高校生と幅広く，こころのケア

に加えて，子どもの心身の発達や健康面からサポートするという看護的視点からのケ

アが必要となる．厚生労働省は，入所中の子どもの日常の投薬管理や健康管理，感染症

の予防等医療的ケアが必要な子どもへの適切な対応のために，児童養護施設における

看護師の配置の拡充を勧めている 10)．看護師は入所中の子どもに対し，このような保

健・医療面のケアに加えて，健康教育，性教育や職員への子どもの発達を踏まえた養育

に関する教育など，子どもの心身の健康育成のための教育を施設全体に早期に取り組

むことによって，子どもは自分自身の健康への関心，性的な問題への関わりなどを学

ぶことができるため，虐待の世代間伝達の予防などに重要な役割を果たすと考える．  

しかしながら，このような看護師による保健活動が有効に働くためには，施設内の

環境が安全で安心した環境であることが前提である．虐待を受けるなど複雑な養育環

境で育ち精神的に問題を抱える子どもが多く入所している施設では，子ども同士のい

じめや大人に対する挑発行為などから施設内が安全で安心して生活できない場合があ

り，施設内の安全で安心した環境作りは重要な課題となっている．  

そのため，今回，第三次予防といえる，虐待を受けた子どもが，児童養護施設に措置

された後，施設内で暮らす子どもへの身体・精神健康面へのケアや虐待の連鎖の予防

活動の展開をより有効に行うために，安全で安心して生活できるための環境作りに寄

与する尺度開発という観点で研究を進めた．   

 

2．わが国の児童養護施設の歴史的背景と心のケアの高まり 

わが国は，明治維新とともに近代国家へと急激な変化変動を遂げる中，多数の貧困者層

が生まれことから，子どもの遺棄や孤児の増加や，窮乏した農村の間では堕胎や間引き，

人身売買が行なわれていた 11)．このような社会状況の中，国の児童保護施策は不十分であ
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ったことから民間の慈善事業が活発化し，特に孤児や棄児等を収容する孤児院（現在の児

童養護施設にあたる）が数多く設置された．中でも，1887 年（明治 20）年，クリスチャン

であった石井十次によって設立された「岡山孤児院」は有名で，1,200 名もの児童を入所さ

せ保護した 12) ． 

第二次世界大戦敗戦後，10 数万人に及ぶ戦災孤児，浮浪者，海外からの引き上げ孤児が

発生し，国は戦災孤児や浮浪児の収容が児童保護の第一課題となり，1947 年児童福祉法に 

よって，今日の養護施設（現在の児童養護施設）が制度化された 11)． 

1960 年代～1970 年代にかけての高度成長時代には，若者が都市部に集まり，親の世代か

ら子育てに関する知識や技術を引き継ぐことなく核家族を形成し，この核家族の進行によ

って，結果的に子どもの養育機能の破綻に至る家庭が続出することになった 13)．この年代

に入所してきた子どもの入所の要因は，親の就労や家庭不和，離婚などの理由による養育

不能 14)，母親の「蒸発」，育児ノイローゼとそれに起因する「折檻」などであった 13)．  

 1980 年代に入り，産業構造は製造業を中心とした第二次産業から第三次産業を中心とし

た形態に移行し，高校全入や短大・大学への進学率の増加など高学歴社会に向かった．こ

の，高学歴化の進行は，教育費などの家計の支出の増加のために両親が働かなければなら

ず，核家族化によってすでに養育機能が脆弱化していた家庭の子どもの養育機能をさらに

低下させた 13)．こうした社会背景のもと，子どもの非行の低年齢化，学校内の暴力，家庭

内暴力，有機溶剤の吸引，暴走行為，万引き，性的逸脱など，中学生を中心に反社会的逸

脱行為が新たな社会問題になった．こういう社会や家庭の変化は，児童養護施設にも大き

な影響を与え，思春期になって入所する子どもが増加するようになり，問題行動や逸脱行

為を呈し「処遇困難児」として，養護施設における子どもの養育は，ますます困難なもの

になった 13)． 

 1997 年児童福祉法改正により，養護施設は児童養護施設と名称が変更された．また，2000

年には，虐待防止法が制定され，その結果，それまでは潜在していた家庭内の子どもの虐

待の実態が急速に顕在化するようになった 13)．その後，全国の児童相談所に寄せられる虐
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待の処理件数は急増し，2013 年 2 月 1 日現在，児童養護施設に入所する子どもの 59.5％が

被虐待児童，何らかの障害を持つ子どもが 28.5％と増えた 15)．虐待が子どもに与える影響

には，身体的な発育障害を引き起こす身体的影響，知的発達を阻害する認知的影響，トラ

ウマを残す情緒的影響が言われており 16)，このような虐待を受けた子どもの増加により，

養育中心から，心のケアを含めたより専門的なケアが必要となってきている. 

以上のように歴史的背景の下，施設で育つ子どもの特徴は社会的背景とともに変化して           

きた． そのため，児童養護施設は現在の子どもにあった養育環境を構築していくことが必

要となっている． 

 

3．施設におけるホスピタリズム論とメンタルヘルス 

1950 年代の欧米では，ホスピタリズム理論が台頭した．栄養面では申し分なく，また衛

生管理も行き届いた病院付属の乳児院で養育されている乳幼児の死亡率が一般と比較して

高いことに気づいたのはスピッツであった 17)．こうした発育不足が物理的な栄養面で生じ

ているのではなく，養育者との愛情不足のよって生じていることを明らかにした．愛する

対象からの分離が長期間に及んだ場合には，「依存性抑うつ」などの精神的な問題が，回復

不能な程度まで深刻化するという，特に年齢の低い乳幼児を中心に「ホスピタリズム」と

いう状態を報告した．  

第 2 次世界大戦後の欧州では，多くの戦災孤児を生み，社会的養護を必要とする子ども

が急増し，その中には施設に保護されるものがいた．このような状況ので，小児精神科医

であったボウルビィは，WHO からの要請で，戦災孤児として施設に入所している子どもの

精神保健の調査を行った．結果，乳幼児が家庭から離され母性的養育が奪われてしまうと，

成長後も回復不可能な発達の遅れや性格の歪みが生じることを明らかにし，施設などによ

る集団的養護は極力避けなければならないことを発表した．発達の初期に，特定の個人と

親密な情緒的関係を持つ事を「アタッチメント（愛着）」と言い，そのきずなの形成が，健

全な人格発達には必要であると考えられた．温かく，親密で，連続性のある関係を，母親
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もしくは養育者と子どもが持つことが出来ない状態を「母性剥奪」と呼び，施設ではこの

剥奪が生じることが少なくないと指摘した 18)． 

また，同時期，ニューヨーク州精神衛生局の技術技官となり，施設に収容されている子

どもの保護処置に責任を持つ事となった精神科医のロレッタ・ベンダーは，施設で生活し

ている子どもの成長過程を観察し，身体的，情緒的に施設特有の歪みがあることを指摘し，

子どものパーソナリティを形成する上で，施設養護は好ましくないことを主張した 19)． 

このホスピタリズム論争や母性剥奪理論の影響を受け，施設養護か家庭養護かの論争を

引き起こすことになり，欧米では脱施設化が進み，現在では，図 1-120)に示したように，里

親養育や養子縁組による家庭養育が中心となっている. オーストラリア 93.5%，アメリカ

77.0%，イギリス 71.7%，フランス 54.9%など，里親委託が多く占めている．このような国々

での施設とは，日本のような多くの子どもが暮らしている大舎制（養育する 1 グループ単

位の子どもが 20 名以上）の集団養護を基本とした施設はほとんど存在せず，地域の家屋を

基本とした小規模のグループホームである 21)．  

 

図 1-1．各国の要保護児童に占める里親委託児童の割合（2010 年前後の状況）(%) 
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アメリカにおいて，上記のグループホームには専門的な訓練を受けたスタッフが常駐し，

セラピーなどのサービスも受けることができる．一方で，辛い経験をしてきた子どもが集

まると，子どもの間でネガティブなインパクトを与え合うこともあり，里親家庭に比べて

施設の生活の方が，安心感が脅かされる生活となる可能性がある．また，施設で暮らす子

どもは深刻な精神的な問題があると理解され，子どもに社会的なステイグマを与えること

があることから里親ケアを優先している 21)．しかし  ，里親を転々と移住する「ドリフト」

が増加し，「ドリフト」した子どもたちの中には，触法行為にとどまらず，悲惨な犯罪に巻

き込まれるという別の問題も発生している 22)．また，裁判所で親権剥奪を終えた 10 万人

以上の子どもが，「ウエイティング・チルドレン」のまま養親が現れるのを待っている現状

もある 23)．庄司・渡邊らは，家庭的養護の委託率が高い国で措置不調や養育里親の虐待が

頻繁に起こっていることについて，オーストラリアの現状を報告している 24)．つまり，里

親制度にも大きな課題があり，施設ケアと家庭的養護が相互補完しながら，子どものより

良い養育環境の構築や心のケアを行っていく事は重要な課題であると言える 25)．   

 

4．わが国におけるホスピタリズム論とメンタルヘルス 

わが国にも，1950 年代のはじめ，欧米のホスピタリズム論が紹介され，施設批判が活

発化した．ホスピタリズムは，「施設病」「施設症」とも言われ，乳幼児期より家庭を離

れ，施設で暮らす子どもは，情緒面，性格面，また行動においても，施設生活特有の歪み

が現れるという問題提起がなされた．そして，その対策として，大規模での集団養護を出

来るだけ避け，施設の小舎制と処遇の「家庭化」が提案されるなど 11)，社会的養護の領

域でホスピタリズム論に関する一定の論争が生じた．これに対して，竹中は 26)，ホスピ

タリズム論は，施設が劣悪な状況に置かれているという社会問題を，子どもの発達という

心理的問題とすり替えてしまうこと，子どもの入所以前の生活状況を無視している点など

の問題点を指摘した．また，施設の職員が子どもに関わる上での技術的な未熟さに要因が
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あるのではないかという反論もあり 11)，次第にホスピタリズム論に対する批判が強くな

っていった．その一方で，ソビエトの集団主義教育の理念を借りた集団主義養護論が台頭

した．積は 27)，子どもが成長する過程で，仲間と関わり，育ち合う関係は非常に有益で

あり，子ども同士の団結や連帯の力が，子どもの人格に良い影響を及ぼすと述べ，集団養

育を肯定的な意味を見出そうとした．この集団養護理論は，今日でも様々な形で影響を与

え続けており，わが国においては，欧米のような脱施設化は起こらなかった 13)． 

現在のわが国の社会的養護は，戦後に形成された集団養護の形態が，社会状況の変化に

も関わらずそのままの形で温存されてきたが，2008 年の国連総会採択決議の児童の代替的

養護に関する指針では,家庭的養護の推進が決議された 28). 厚生労働省は国連採択決議を

受けて家庭的養護の推進のため，ファミリーホームを含めた里親委託率の引き上げを推進

しているが，2016 年末現在，里親等委託率は 18.3%と国際的に見て低く 1)，施設内養護が

主であるのが現状である．施設形態は，小規模化が進んでいるものの，2012 年 3 月現在大

舎制が 50.7％と，約半数が規模の大きな施設の中で子どもたちは生活している 29)． 

 

5．わが国の児童養護施設の現状と人権問題と心のケア 

 現在のわが国の児童養護施設は，2017 年 3 月現在，全国に 615 箇所あり，その中に 26,449

人の子どもたちが生活している 29)． 

児童養護施設は，児童福祉法第 164 号第 41 条において，「乳児を除いて，保護者のない

児童，虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて，これを養護し，

あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」

と定義づけられている 30)．保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児

童に対し，安定した生活環境を整えるとともに，生活指導，学習指導，家庭環境の調整等

を行いつつ養育を行い，児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能を持ってい

る．児童養護施設が，この機能を果たすためには，その前提として重要なことは，安全で

安心した生活環境の保障である 31-33)．しかしながら，児童養護施設に入所している児童の
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約 6 割は「虐待」を受けた子どもたちである 15)．つまり，自宅で両親もしくは家族から身

体的・心理的・性的・ネグレクトなど何らかの虐待を受け，家庭内において安全感，安心

感を抱いた生活を体験してこなかった子どもたちが大半である．このような複雑な家庭環

境で育った子どもが集まる児童養護施設においては，周囲の人々が自分を愛してくれるか

どうかの愛情確認のために，周りの人が嫌がる「試し行動」や「挑発行為」，虐待場面の再

現など，様々な問題行動を繰り返したり，ささいな刺激に対して情緒的に混乱してしまっ

たりする場合がある 5,31,32, 34-36)．施設の職員は，子どものこのような問題に巻き込まれ，場

合によっては人権侵害問題に発展してしまう場合がある． 

1990 年「子どもの権利条約」が国連から国際条約として発効され，1994 年日本もこの権

利条約に批准し発効した．しかし，子どもの施設において，子どもの安全感や安心感が脅

かされる問題が引き起こされ社会問題化した  37-40)．野津 41)は，1993 年～2007 年の間の新

聞報道や施設内虐待を許さない会の調査資料 42)を基に，施設内おける人権侵害等をまとめ

たところ，発生件数は 26 都道府県 84 施設に及んでいる．その内訳は，施設の職員による

体罰などの虐待行為は 57施設，体罰以外の虐待や不適切な養育などの人権侵害は 20施設，

入所児童間の暴力 9 施設，入所児童から職員への暴力行為が 3 施設など報告している．

2009 年児童福祉法改正により，施設職員等による被措置児童等の虐待について，都道府県

市等が，児童本人からの届け出や周囲の者からの通告を受けて調査等の対応を行い，その

状況を都道府県知事等が，公表する制度等が法制化された 43)．制度開始後，通告や事実確

認の件数は，減少した年度もあるが，2013 年度の全国の被措置児童等虐待の届出・通告受

理件数は 288 件，そのうち都道府県市において虐待の事実が認められた件数は 87 件と過

去 5 年間減少した年もあるが増加傾向にある 44)．このような件数は，あくまでも通告され

たものであり，他にも通告のない，子どもの安全感や安心感が脅かされる問題が潜んでい

る可能性が考えられる 45,46)． 

職員は日頃，子どもたちが感じている安全感や安心感について，子どもの言動や行動も

しくは職員自身の勘や経験則から状況を把握，あるいは判断している現状がある 47)．しか
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し，職員の経験の深さや養護技術のレベルに差が見られたり 48)，職員の見えない所で子ど

も同士のいじめなどが引き起こされたりするなど，十分な把握ができない場合がある．ま

た，他の職員が子どもたちに対して不適切な関わりをしていたとしても，職員との間の関

係が壊れることを恐れて指摘することを躊躇したりなど，子どもの人権侵害問題の発見が

遅れる場合がある．さらに，国からの指針に基づき，各施設において外部からの第三者評

価 49)を受けているが，その際に行う子どもたちからの聞き取りは，潜在的な人権侵害問題

を明らかにするには不十分であると言える．  

厚生労働省は，家庭的養護の推進のために，施設の小規模化，ユニット化や里親委託の

推進を図っているが，田嶌 35)が「どんな養育にもリスクがある」と述べているように，小

規模化，個室化に伴い別の問題が浮上する可能性が否定できない．たとえば，個室のため，

職員が把握しきれない死角が生まれ，密室のために人権侵害が再現されてしまうなど様々

な問題が発生する 50)．また，里親に関しても，里親との関係不調などから子どもの人権侵

害が引き起こされてしまう場合もあるなど，どの養育形態も危険性をはらんでいる 21,51)．  

1 次的予防介入を，問題の発生する以前の教育的指導などを含む介入と位置づけ，2 次

的予防介入を，問題が起こる可能性があるためそれを予防するための介入，3 次的予防介

入を，問題が起こってしまってから再発予防のための介入と位置づけるとしたなら，この

ようなアセスメントツールの活用やシステム作りは，1 次・2 次的予防のための介入であ

る．問題が起こってしまった後に行う被害面接を最小限にするためにも，常日頃，状況を

アセスメントし予防・早期発見を試みることが重要である．また，日本の児童養護施設の

在り方は，歴史的にも諸外国とは異なっていることから，日本独自のアセスメントツール

の開発や養育システムを確立していくことが必要であると考える． 

 

Ⅱ．研究目的 

虐待経験や何らかの障害を持って児童養護施設で暮らす子どもには，施設生活の中で，

安全感・安心感を持って暮らすことができる養育環境の確立が必要である．そのために，
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本研究では子どもが施設内で，安全で安心しで生活できているかの現状把握を行うための

アセスメント尺度の開発ならびに信頼性・妥当性の検証を行う．次に，その尺度に測定さ

れた安全感・安心感と被虐待経験との関係性の検討，また本尺度を繰り返し実施するとこ

による影響の検討から尺度活用の可能性を評価することを目的とする．  
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第 2 章  

研究 1．児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の開発 

 

Ⅰ．目的 

児童養護施設で働く職員は，日常生活において，子どもが，施設内で，安全や安心を感じ

て生活しているかどうかをアセスメントした上で，子どもに合った援助を展開することが

重要である． 

教育現場において，河村ら 52) は，不登校にいたる可能性の高い児童やいじめの被害を

受けている可能性の高い児童の早期発見，および学級崩壊にいたる可能性を診断できる尺

度として，Q-U「楽しい学校生活を送るためのアンケート Questionnaire-utilities」を作成し

ている．教師は，その結果を参考に，クラスの楽しい雰囲気作りや子どものいじめの早期

発見，援助に役立てている 53)．一方，児童養護施設は，子どもにとって生活場面であるこ

と，親代わりの大人（職員）との関わりが緊密であること，生活集団が小さいことなど，

学校とは異なった生活環境があり，児童養護施設独自の子どもの生活の安全感や安心感を

測定する尺度が必要と考える．しかしながら，児童養護施設において，施設内での生活の

安全感・安心感をアセスメントできる尺度は，CiNii，PubMed， ERIC， psycINFO のデ

ータベースを使って検索した限りでは見当たらない．また，序章でも述べたように，諸外

国においては里親養育が主であることや，施設での養育も規模がグループホームと小さく，

大舎制施設が主流の日本とは異なっている 21)．また，アメリカやイギリスの施設において

は，専門的な訓練を受けたスタッフが常駐し心理ケアを提供する場であるため，治療が必

要だと判断された子どもが入所し，改善が見られたら里親などに移行する一時的な場とし

て活用され入所期間も短い 21,54)．一方，日本では虐待を受けた子どもが約 6～7 割と多く

入所しているものの，両親の離婚・死別・病気などの理由で養育が困難になった虐待を受

けていない子どもも約 3～4 割入所している．治療的側面より代替養育的側面が大きく，

入所期間も平均約 5 年と長く自立に向けての支援が主となっており 1)，その点で諸外国と
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は異なっている．日本独自の施設内での養育を構築するために，日本の施設に合った日本

独自の尺度開発が望まれる．  

そこで，今回，子どもが，児童養護施設内で，安全で安心して生活するためのアセスメ

ント尺度の作成を目的とした． 

 

Ⅱ．研究方法 

1.予備調査 55) ※1 

1）目的・対象者・調査期間  

 児童養護施設で暮らす子どもが，安全で安心して生活するためのアセスメント尺度

の作成を目的に，神奈川県にある児童養護施設 3 施設に入所中の 5 歳～18 歳までの子ど

も 62 名を対象に予備調査を実施した．なお，幼稚園生（5 歳～6 歳）は，小学 1 年生にあ

がる 2～3 か月前の子どもで，質問紙の内容や表現を理解できる子どもを対象とした．  

調査期間は，2013 年 2～3 月であった．   

 

2)尺度の質問項目の作成 

（1）児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の理論的背景  

多くの研究者が，子どもの成長の基盤として，安全・安心を強調している．エリクソン

は，ライフサイクル理論の中で，乳幼児の発達課題として「基本的信頼感の獲得」 56)をあ

げ，ボウルビ－は，安全基地となる対象との愛着形成の必要性を述べ，サリヴァンは，人

間の基本的欲求として，「安全への欲求」と「満足への欲求」の 2 つをあげ，安全感の重要

性を述べている 57)．また，マズローは，図 2-1 に示したように，5 段階欲求説 58,59)をあげ

ている．第 1 の欲求（生理的欲求）が満たされると，次に第 2 の欲求（安全の欲求）が生 

                                          

※1 予備調査は，「児童養護施設における『生活安全感・安心感尺度』作成の予備的研究」

を基に改変したものである．  
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じ，これも満たされると第 3 の欲求（所属・愛情の欲求）から第 4 の欲求（承認・自尊の 

欲求），第 5 段階（自己実現の欲求）へと進み，上位の欲求は下位の欲求が満たされて初め

て生じると論じている． 

児童養護施設は，児童福祉法 41 条で「乳児を除いて，保護者のいない児童，虐待されて

いる児童その他環境上養育を要する児童を入所させて，これを養護し，あわせて退所した

者に対する相談その他の自立のための援助を行う施設」30)と規定されている．そして，養

護は，「児童に対して安定した生活環境を整えるとともに，生活指導，学習指導，職業指導

及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより，児童の心身の健やかな成長と

その自立を支援することを目的として行う」31)とされている．今回,児童養護施設で生活す

る子どもの自立への支援を行う視点から，このマズローの欲求 5 段階を理論的根拠にしな

がら質問項目を作成した． 

         

 

このマズローの理論を根拠にした場合，虐待を受けた子どもの中には，家庭内におい

て，第 1 の生理的欲求，第 2 の安全の欲求が十分満たされず，第 3 以上のより高次な欲求

に向かうことができない子どもがいることが考えられる．施設に入所した時点で，衣・

食・住などの第 1 の生理的欲求は満たされるが，そのような子どもが，意欲や自尊感情を

持って，より高次な自己実現に向けて前向きに生きるには，第 2 の安全の欲求，第 3 の所

属や愛情欲求が，まずは満たさなければならない．マズローは，第 2 の安全の欲求に対し
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て「有機体は，生理的欲求と同じくらい安全の欲求に支配される．安全が脅かされた場

合，安全を求める欲求が現在の世界観や哲学を決定する強い力になるばかりでなく，未来

に対する考え方や価値に対して強力な決定因になり，安全以外に重要なものは何もないよ

うに思われるのである」と述べている．虐待を受けた子どもは，家庭内において大人から

暴力，罰，おどし，無視，暴言など，安全が脅かされる体験をしている．安全に左右され

ず，より高次な欲求に向かうためにも安全の欲求が満たすことは大切である．生理的欲求

と安全の欲求が満たされると，第 3 の欲求である愛と所属の欲求が現れる．マズローは，

愛についてカール・ロジャースの定義を好んで用いている．「愛とは深く理解され深く受

け入れられることであり，二人の人間の間の信頼で結ばれた，健康な愛情に溢れた関係を

含んでいる．愛の欠如は，成長と可能性の発達を阻害するものである」としている．ま

た，「人間は普通，他の人々との愛情関係，言い換えれば自分のいる集団の中で一つの位

置を渇望するようである」とも述べている 58-60)．虐待を受けた子どもは，大人との間に

愛情を持った信頼関係が欠如もしくは希薄であったり，家族関係の中で自分の居場所が見

い出せない場合がある．また，施設に入所するということは，自分の生活していた場所や

親元を離れ，そこで自分の位置を探していくことになる．そのため，施設内の生活は，他

の人々（一緒に暮らす子ども，大人）との間に信頼関係や愛情，集団の中での所属の欲求

を満たすための居場所作りを作ることが必要である．この愛情と所属の欲求が満たされた

状態を，本研究では「安心感」と位置付けた．  

 

(2)尺度作成の手続き 

子どもの安全や安心が脅かされる状況を測定する尺度には，他の子どもからの侵害行為

に関しては，学校場面で使われている Q-U アンケート 52)，アセス 61)，いじめの尺度 62)な

どがある．また，大人からの侵害行為に関しては，保護者を対象とした虐待の早期発見の

ためのマリトリートメント尺度 63)などがある．しかし，児童養護施設に暮らしている子ど

もは，兄弟でない他人と集団で暮らし，なおかつ保育士などの実の親でない大人から養育
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を受けているという特殊な状況にある．そのため，子ども・大人の両方の側面から安全や

安心が脅かされていないか測定することが必要となり，児童養護施設独自の尺度作成が必

要となる．そこで，マズローの理論を基に作成されている Q-U アンケート 52)，アセス 61)

や「居場所」の心理機能測定尺度 64)を考慮しながら，児童養護施設に適した質問項目を作

成した．質問項目作成には，研究代表者が中心に研究協力者 1 名，児童養護施設管理者 4

名（園長・副園長・主任指導員 2 名）および，保育士または指導員 5 名らの専門家の意見

を取り入れ質問項目の選定を行った． 

 

(3)児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の質問項目の定義と構成資料 1） 

尺度項目の開発に当たっては，生活安全感と生活安心感の 2 点から検討した．  

①児童養護施設における生活安全感 

 児童養護施設に入所している子どもは，何らかの虐待を受けてきた子どもが多い．施設

内での生活では，このような子どもの人権が侵害されない安全な場であることが必要とな

ってくる．そのため，厚生労働省の虐待の定義 65)を参考に，生活安全感を「他者（他の子

ども・大人）から身体的・心理的・性的・ネグレクトなどの人権侵害を受けず，自己の心

身が安らかで平穏無事な状態」と定義づけた． 

 安全という言葉は，広辞苑によると「安らかで危険がないこと，物事が損傷したり，危

害を受けたりするおそれがないこと」である．生活安全感は，主に侵害という概念の内容

であり，侵害を受けている度合いが低い場合を安全とした．児童養護施設の生活において

は，他の児童からの侵害と保育士・指導員・管理者など大人からの侵害が考えられるため，

それぞれ 10 項目， 8 項目からなる合計 18 項目で構成した．回答は，「よくある」0 点，

「ときどきある」1 点，「ほとんどない」2 点，「まったくない」3 点の 4 件法で 0‐3 点で

配点し，合計点が高ければ高いほど「安全な状態」であるとした．                                  

②児童養護施設における生活安心感 

 虐待を受けた子どもは，養育過程において，自分の居場所や愛情欲求が満たされてこな
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かった子どもが大半である．その子どもに共通して見られる特徴として，過度な攻撃性 66)，

低い自己評価，見捨てられ不安，養育者との歪んだ関係による対象関係の障害 15)などがあ

げられている．そのような子どもを自立に向けて援助するには，施設環境自体が，治療的

に機能することが必要である．ロジャースは，個人は自分の内部に成長可能性を持ってお

り，その成長可能性を引き出すことためには，受容・共感・傾聴などの技法が有効である

ことを述べている 67)．子どもの成長可能性を伸ばすためには，施設環境を安心感のある治

療的に環境に近づけることが必要と考える．そこで，生活安心感を，「他者（他の子ども・

大人）から心理的受容・承認を得て，居心地がよく，心が落ち着いて暮らすことができる

状態」と定義づけた．  

 生活安全感と同様に，児童養護施設の生活を考慮し，他の子どもからの受容・承認項目

を 12 項目，保育士・指導員・管理者など大人からの受容・承認項目を 8 項目，合計 20 項

目を，安心感の高いものを 3 点，低いものを 0 点の 4 件法で 0‐3 点で配点し，合計点が高

ければ高いほど「安心な状態」であるとした．  

質問の順番は，回答への抵抗感がないように，「生活安全感」と「生活安心感」の項目

を 2 つずつ交互に答えるように作成した．また，質問の内容は，幼稚園生（5 歳～6 歳）                      

から高校生（18 歳）まで基本的に同じであるが，幼稚園生（5 歳～6 歳）～小学 3 年生ま

では質問項目にひらがなを使用し，小学 4 年生以上は漢字を使うなど，対象に合わせて質

問項目の工夫を行った． 

なお，対象としている施設において，児童養護施設を「学園」，保育士・指導員・管理者

など職員のことを「先生」と呼ぶ慣習があったので，その呼び名で質問項目を作成した． 

 

3）分析方法 

 得られたデータを個人が特定できないように番号化し，「生活安全感・安心感尺度」の探

索的因子分析を行い因子の抽出を行った．解析には，統計ソフト SPSS ver 20.0 を使用

した．           
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4）倫理的配慮 

 調査実施にあたっては，前もって職員が子どもに調査の協力を呼びかけ，協力が得られ

た子どもを対象に，研究者が子どもに調査の説明を行った．プライバシーの保護に注意し

ながら，子どもに，施設内での生活の質の改善を目的としていること，その目的以外に使

用しないこと，調査への協力は自由であること，調査に協力しない場合や途中で回答を中

止した場合でも，何ら不利益を被ることはない旨を調査時に説明を行った．説明後，調査

の協力が得られた児童のみを対象に調査を行った．また，本研究に関する内容については

人間総合科学大学の倫理委員会の承認（承認番号第 386 号）を得た． 

 

5）結果 

生活安全感 18 項目について得点分布を確認したところ，天井効果が 13 項目見られたが，

その項目の内容を吟味したところ生活安全感という概念を測定する上では不可欠なもので

あると考え，ここではそのような項目は除外せずに，すべての質問項目を分析の対象とし

た．生活安心感 20 項目については，得点分布を確認したところ，得点の偏りが見られ，内

容妥当性の観点から当てはまらない 3 項目は削除し，残る 17 項目を分析対象とした．  

生活安全感 18 項目，生活安心感 17 項目を主因子法・プロマックス回転で因子分析した

結果，「生活安全感」は第 1 因子「他の児童との間の安全感」（α＝.877），第 2 因子「大

人との間の安全感」（α＝.808），第 3 因子「性的な安全感」（α＝.825）の 3 因子が抽出さ

れた．「生活安心感」は第 1 因子「大人からの安心感」（α＝.870），第 2 因子「子ども同

士の安心感」（α＝.802），第 3 因子「居場所・リラックス」（α＝.713）の 3 因子が抽出さ

れ，α 係数は信頼性に値するものであった． 
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2．本調査 68)※2 

1）目的  

予備調査 55)では，一定の信頼性を見出しされたものの，いくつかの問題点が見出だされ

た．第 1 に，対象が 62 名，対象施設も 3 施設と少なくサンプル数が偏っていること，第 2

に調査項目に「学園」「友達」「先生」などの用語が使われていたが，これらの用語が日常

使われていない養護施設が多くあること，第 3 に設問項目にわかりやすい具体的な表現が

不足していたり，設問内容が本尺度で測定しようとした人権侵害の定義（詳しくは第 2 章 

Ⅱ・1・2）・(3) ）を十分網羅していないなどの偏りが見られたりしている．これらの問題

点を改良して児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」を作成した 68).しかし，その尺度

の解析において，「生活安全感」と「生活安心感」項目をそれぞれ別々に探索的・確認的因

子分析を行った分析上の問題点が見られた．尺度を一つのものとして成立するためには，

「生活安全感」「生活安心感」の質問項目を一括で因子分析し尺度作成をすることが必要で

ある．そのため，本調査では，これらの問題点を解消するために，再度解析を行い尺度を

作成し直すことを目的とした．  

 

2）研究方法 

（1）児童養護施設における生活安全感・安心感に関する質問項目の改良資料 2） 

①質問項目改良の手続き 

松村らが予備調査で作成した「生活安全感・安心感尺度」を基に項目内容の見直しを行

った．その際には，社会心理学および臨床心理学を専門とする研究者 4 名，児童相談所の

児童福祉司ならびに心理士 2 名，児童養護施設の管理者 3 名ならびに職員数名と協議した 

                                                                                 

※2 本調査は，「児童養護施設で暮らす子どもの生活安全感・安心感と精神的健康感との

関係－「生活安全感・安心感尺度」の改良を通して－」の表題で日本大学文理学部人文科

学紀要に掲載されているものを一部加筆修正したものである。 
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上で作成した． 

②質問項目の改良点 

質問項目は，次の 3 点を改良した.改良点がわかるように予備調査内容と本調査内容の

比較表を表 2-1 に示した．ただし，表の中の項目番号は，探索的因子分析で残った因子番

号ならびに項目番号で示してある． 

予備調査の質問項目 項目番号 本調査の質問項目

　　　　　　　　他の児童との間の安全感 因子2． 　　　　　　他の子どもに対する安全感

学園の友達から、乱暴なことをされ嫌な思いをすることがありますか 安全子ども1 施設内の他の児童から、乱暴なことをされて 嫌な思いを することが ありますか

学園の友達から、おどされて嫌な思いをすることがありますか 安全子ども2 施設内の他の児童から、おどされて 嫌な思いを することが ありますか

学園の友達からいじめられていると感じることがありますか 安全子ども5 施設内の他の児童から、いじめられていると 感じることが ありますか

学園の友達から無視されるようなことがありますか 安全子ども6 施設内の他の児童から、無視されるようなことが ありますか

学園内で、仲間はずれにされることがありますか 安全子ども7 施設内で、仲間はずれに されることが ありますか

学園の友達から、嫌なことを言われたり、バカにされたりするようなこと
がありますか

安全子ども9
施設内の他の児童から、嫌なことを言われたり、バカにされたりするような ことがあり
ますか

学園の友達から、やりたくないことを無理にやらされることがありますか 安全子ども10 施設内の他の児童から、やりたくないことを 無理に やらされることが ありますか

学園の中で、自分や人の物がなくなったりしますか 削除 施設の中で、自分や 人の物が なくなることがありますか

安全子ども3
施設内の他の児童から、物をこわす などの 乱暴なところを 見せられて、こわい 思い
を することが ありますか

安全子ども4 施設内の他の児童から、なぐる・ける などの暴力を ふるわれることがありますか

安全子ども8
施設内の他の児童から、悪口(「バカ」「ブス」「デブ」｢しね｣｢キモイ」など）を言わ
れて、嫌な思いを することが ありますか

安全子ども11
施設内の 他の児童同士が、いつもトラブルを 起こしていて、落ち着かない日が 続くこ
とが ありますか

削除
施設内の他の児童から、きもちわるい(血がたくさん出ているようなもの)写真・マン
ガ・映像やゲームなどを、ムリやり見せられることが ありますか

　　　　大人との間の安全感／居場所・リラックス 因子4． 　　　　　　　　職員に対する安全感

学園の先生から、乱暴なことをされ嫌な思いをすることがありますか 安全職員1 施設の職員から、乱暴なことをされ、嫌な思いを することが ありますか

学園の先生から、嫌なことを言われたり、バカにされることがありますか 安全職員2 施設の職員から、嫌なことを言われたり、バカにされることが ありますか

学園の先生から、感情的にしつこく怒られることがありますか 安全職員3 施設の職員から、感情的に　しつこく怒られることが ありますか

学園の先生から、理由もわからないまま、怒られていると感じることがあ
りますか

安全職員6 施設の職員から、理由もわからないまま、 怒られていると 感じることがありますか

学園の先生から、無視されるようなことがありますか 安全職員9 施設の職員から、無視されるようなことが ありますか

学園の先生から、こわい言い方で注意されて嫌な思いをすることがありま
すか

削除 施設の職員から、こわい言い方で注意されて 嫌な思いを することが ありますか

安全職員4
施設の職員から、他の子どもが いつも 感情的に怒られていて、落ち着かない日が 続く
ことが ありますか

安全職員5
施設の職員から、物をこわす などの 乱暴なところを 見せられて、こわい思いを する
ことがありますか

安全職員7
施設の職員から、悪口(「バカ」「ブス」「デブ」｢しね｣｢キモイ」など）を、言われる
ことが ありますか

安全職員8 施設の職員から、なぐる・ける などの暴力を ふるわれることが ありますか

削除
施設の職員から、きもちわるい(血がたくさん出ているようなもの)写真・マンガ・映像
やゲームなどを、見せられることが ありますか

表2-1.予備調査と本調査の調査用紙の比較表
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　　　　　　子ども同士の安心感　 因子3． 他の子どもへの安心感　

学園の中に、自分のすなおな気持ちや、こまったことを話せる友達がいま
すか

安心子ども4 施設の中に、自分のすなおな気もちや、こまったことを話せる 児童がいますか

学園には　こまった時に　あなたの話を　聞いてくれる友達は　いますか 安心子ども5 施設には、こまった時に　あなたの話を　聞いてくれる児童は　いますか

あなたが　しっぱいした時に、学園の友達は、はげましてくれることがあ
りますか

安心子ども6
あなたが　しっぱいした時に、施設内の他の児童は、はげまして くれることがあります
か

学園の友達の中で、あなたの気持ちを　わかってくれる人がいますか 安心子ども7 施設内の他の児童の中で、あなたの気もちを　わかってくれる人がいますか

あなたが、何かしようとする時、学園の友達は、協力したり応援してくれ
ると思いますか

安心子ども9
あなたが 何かしようとする時、施設内の他の児童は、協力したり応援してくれると思い
ますか

安心子ども１
物事が うまくいかなかった時に、 施設内の他の児童は、はげましてくれることがあり
ますか

安心子ども2 何かあった時に、助けてくれる 児童は いますか

安心子ども3 施設の中に、 自分を 認めてくれる 児童が いますか

安心子ども8
運動・勉強・趣味などで、施設内の他の児童から、すごいなと ほめられることがありま
すか

　　　　　　　　大人からの安心感 因子1． 職員への安心感と生活空間の居心地

学園に自分のすなおな気持ちやこまったことを話せる先生がいますか 安心職員1 施設の中に、自分のすなおな気もちや こまったことを 話せる職員が いますか

あなたが、何かしようとする時、学園の先生は、協力したり応援してくれ
ると思いますか

安心職員2
施設の職員は、あなたが 何かしようとする時、協力したり 応援してくれると 思います
か

物事がうまくいかなかった時に、学園の先生は、はげましてくれることが
ありますか

安心職員3 物事がうまくいかなかった時に、施設の職員は、はげましてくれることが ありますか

学園の先生の中で、あなたの気もちを　わかってくれる人が　いますか 安心職員4 施設の職員の中で、あなたの気もちを　わかってくれる人が　いますか

何かあった時に学園の先生は守ってくれると思いますか 安心職員5 何かあった時に、施設の職員は、守ってくれると 思いますか

学園の先生はあなたの話を聞いてくれますか 安心職員6 施設の職員は、あなたの話を 聞いてくれますか

学園内には自分の気持ちがおちつく場所があると感じますか 安心職員8 施設内には、自分の気もちが 落ち着く場所が あると感じますか

学園で自分を認めてくれる先生がいますか 安心職員11 施設の中に、 自分を認めてくれる職員が いますか

運動、勉強、趣味などで、学園の先生からすごいなと言われることがあり
ますか

安心職員12 運動・勉強・趣味などで、施設の職員から、すごいなと ほめられることが ありますか

気持ちがおちついて、リラックスできる時間がありますか 削除 気もちが落ち着いて、リラックスできる時間が ありますか

自分の部屋に帰りたくないことがありますか（R) 削除 自分の部屋に  帰りたくないことが  ありますか（R)

一人ぼっちでさみしいと感じることがありますか（R) 削除 一人ぼっちで さみしいと感じることが ありますか（R)

安心職員7 施設内に 自分の居場所が あると感じますか

安心職員9
施設の職員は、子ども同士のトラブルに きちんと関わって、うまく解決してくれている
と 思いますか

安心職員10 施設で生活していて、ほっとする時間は ありますか

削除 施設のだれかと一緒にいて、ほっとすることが ありますか

削除 施設内に 居心地の良い場所が あると感じますか

性的な安全感 性的な安全感

病気やケガでないのに、学園の先生からムリやりに身体を触られて、嫌な
思いをすることがありますか

削除
病気やケガでないのに、施設の職員から、ムリやり　身体をさわられて、
嫌な思いを することが ありますか

学園の先生から、いやらしいものを見せられたり、言われたりすることが
ありますか

削除 施設の職員から、いやらしいものを 見せられたり、言われたりすることがありますか

病気やケガでないのに、学園の友達から、ムリやり身体をさわられて、嫌
な思いをすることがありますか

削除
病気やケガでないのに、施設内の他の児童から、ムリやり身体をさわられて 嫌な思いを
することが ありますか

性子ども１
施設内の他の児童から、“自分の”プライベート･ゾーン※を　さわられることが あり
ますか。

性子ども2
施設内の“他の児童の”プライベート･ゾーンを　さわるように 言われることが ありま
すか

性子ども3 施設内の他の児童から、キスを されることが ありますか

性子ども4
施設内の他の児童から “自分の”プライベート･ゾーンを　見せるように 言われること
が ありますか

性子ども5
施設内の“他の児童の”プライベート･ゾーンを　見たくないのに 見せられることが あ
りますか

性子ども6
施設内の他の児童から、見たくないのに　性的な写真・マンガ・映像・ゲームなどを 見
せられることが ありますか

性職員1 施設の職員から “自分の” プライベート･ゾーン を　さわられることが ありますか

性職員2 施設の“職員の”プライベート･ゾーンを　さわるように 言われることが ありますか

性職員3 施設の職員から、キスを されることが ありますか

性職員4
施設の職員から、“自分の” プライベート･ゾーンを　見せるように 言われることが
ありますか

性職員5 施設の“職員の”プライベート･ゾーンを　見せられることが ありますか

性職員6
施設の職員から、性的な写真・マンガ・映像やゲームなどを 見せられることが ありま
すか。

※“プライベート･ゾーン”とは、むねやおちんちん、おまた、おしりなどのことです．
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ⅰ)施設ならびに対象の呼び名の変更 

「学園」を「施設」,「友達」を「他の児童」,「先生」を「職員」に変更した.「学園」 

という呼び名は一部の施設では使われているが，多くの施設で日常的には使われていな

いため「施設」とした.また，子どもたちは，一緒に暮らしている他の児童のことを「友達」

とは感じていないことも多いため「他の児童」とした．職員のことを「〇〇お姉さん・お

兄さん，〇〇さん」と名前で呼ぶ施設もあり，「先生」という呼び方が一般的ではないため，

「職員」に変更した． 

 

ⅱ)項目の加除 

①「生活安全感」の質問項目の改良 

尺度の内容妥当性を高めるために，設問項目をいくつか加除し全 36 項目を作成した．具

体的には，次のような項目を追加した．まず，定義の人権侵害内容が，心理的・ネグレク

トの内容に偏っていたため，定義がバランス良く反映されるよう身体的人権侵害，例えば

「施設内の他の児童からなぐる・けるなどの暴力を振るわれることがありますか」などの

2 項目を追加した．次に，人権侵害を幅広く網羅するために，例えば「施設内の他の児童

から、物をこわすなどの乱暴なところを見せられてこわい思いをすることがありますか」

のような侵害行為を他者から見せられるような内容を 6 項目追加した．さらに,人権侵害

の抽象的な内容（「悪口」）について，子どもが理解しやすいように具体性を持たせた内容

（「バカ」「ブス」「しね」等）を 2 項目追加した.性的な項目に関しては，「病気やケガでな

いのに，他の児童から，ムリやり身体を触られて，嫌な思いをすることがありますか」「施

設の他の児童から，いやらしいものを見せられたり，言われたりすることがありますか」

のような曖昧な表現では，子どもは，性的侵害と認知することが困難と考えられたので，

これらを削除し，学校で使用している性教育の教科書 69)を参考に，項目数を増やし低学年

の子どもでも分かる内容に修正を図った．  
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②「生活安心感」の質問項目の改良 

「生活安全感」と同様，内容妥当性を高めるために設問項目を追加し全 26 項目を作成し

た．具体的には，まず心理的受容・承認の項目について，「施設の中に自分を認めてくれる

児童がいますか」等という表面的妥当性を担保した 1 項目を追加した．次に，励まし・援

助に関する項目が少なく心理的受容・承認の項目とのバランスが取れていなかったので前

者に関して 4 項目を追加し，最後に居場所・リラックスを測定する項目が少なかったので

4 項目追加した.  

 

 ⅲ)アンケートの実施マニュアルの作成 

アンケートの対象年齢が幅広いことから，予備調査で課題であった低学年でもわかりや

すい文章作成や，発達の遅れている子どもも多数いることから，語彙の補足説明が必要な

場合の解説書を作成した資料 3）．なお，解説書に書かれている語彙の補足説明は，予備調査

において子どもから質問があった語彙に，説明を加えることによって子どもが理解できた

内容を記載してある．また，予備調査において，質問内容は子どもの生活に身近な内容で

あるため，小学低学年であっても理解が可能であった．また，結果の信頼性を保つために，

誰が実施しても同じ方法で調査ができるよう，研究の目的，倫理的内容，子どもたちへの

説明内容や注意事項，調査の流れなどを記した「アンケート実施手順(参考例)」資料 3）も作

成した．  

 

（2）対象 

 研究協力を得ることができた神奈川，埼玉，千葉の各県にある児童養護施設 9 施設（全

入所児童数 481 名：幼児を含む）に入所中の 6 歳～18 歳までの子ども 398 名のうち，前も

って保育士からの説明に調査協力を受けることに同意した子ども 388 名を対象とした．な

お，小学 1 年生に関しては，小学 2 年生にあがる 2～3 か月前の児童で，質問紙の内容や表

現を理解できる子どもを対象とした． 
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（3）調査方法ならびに調査期間 

児童養護施設長の同意の下，施設に入所中の子どもを対象に質問紙調査を実施した．調

査協力の得られた 9 施設のうち，3 施設に関しては筆者ならびに研究協力者が，直接子ど

もに調査の説明や質問紙の配布を行い，子どもが回答した後，質問紙を封筒に入れ封印を

してもらったものを回収した．その他の 6 施設に関しては，実施の際に子どもが安心して

回答ができるよう，施設内で中立的な立場の臨床心理士もしくは施設職員が，「アンケート

実施手順（参考例）」資料 3）に基づいて調査を実施した．子どもが質問紙に答えた後，自分

で封筒に入れ封印したものを，実施者が集めて郵送してもらう方法で行った．調査期間は，

2015 年 1 月～4 月であった． 

 

（4）調査内容 

①対象者の基本属性（性別，年齢，学年，入所年齢，入所期間），被虐待経験の有無（ただ

し，被虐待経験の有無に関しては，子ども本人からではなく，別途，施設内心理士または

管理者より，質問紙に答えた子どものうち，虐待を受けた子どもの人数を調査する形で情

報を得た．虐待の有無は，施設に入所時児童相談所から送られてきた情報から抽出した）， 

②児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」 

③自尊感情測定尺度（東京都版） 

児童養護施設に入所している子どもは，幼稚園生から高校生まで幅広いことや，長期間

入所している子どももいることから，自尊感情の変化を継時的に把握し養育に生かすこと

が必要である．そのため，小学低学年から高校生までを対象とした，東京都が推進する「自

尊感情や自己肯定感に関する研究」において作成された尺度を使った 70,71)．また，その信

頼性や妥当性は検証されている 72). 

全 22 の質問項目からなり，各設問に対して，「当てはまらない」1 点，「どちらかという

と当てはまらない」2 点，「どちらかというと当てはまる」3 点，「当てはまる」4 点の 4 件

法で配点されている．22 の質問項目は，3 つの下位項目に分けられ，各下位項目の平均得
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点を算出し得点化している（1‐4 点）．3 つの下位項目には，①自己評価・自己受容（自分

のよさを実感し，自分を肯定的に認めることができること）8 項目，②関係の中での自己

（多様な人との関わりを通して，自分が周りの人に役立っていることや周りの人の存在の

大きさに気づくこと）7 項目，③自己主張・自己決定（今の自分を受け止め，自分の可能性

について気づくこと）7 項目あり，得点が高ければ高いほど，それぞれの項目の自尊感情

は高いことを示す． 

④抑うつ尺度（Depression Self-Rating Scale for Children (DSRSC)) 

子どもの抑うつ尺度には， Birleson73,74)が作成した depression self-rating scale for children

の日本語版（DSRS-C 株式会社三京房使用許可済)を採用した 75)．小学 3・4 年生 65 名を

対象に 2 週間隔で 2 回自己評価した test-Retest の pearson の相関は.79 で有意な相関を示し

た．また Cronbach の α 係数は .77 と内的整合性を有し信頼性のある尺度である．質問項目

は，18 項目からなり，0‐2 点の 3 件法の合計 0‐36 点で，得点が高ければ高いほど抑うつ

傾向が高いことを示す．  

調査内容の③自尊感情測定尺度と④子どもの抑うつ尺度は，妥当性の検証のための外

的尺度として用い，安全感・安心感が高ければ，自尊感情は高くなり，抑うつ状態は低く

なるという仮説を設定しその関連を探った． 

  

（5）分析方法 

生活安全感・生活安心感の項目を，主因子法・プロマックス回転を用いた探索的因子分

析ならびに共分散構造分析を使った確認的因子分析を行い，因子妥当性を検討した．信頼

性は Cronbach の α 係数により内的整合性を検討した．また，尺度と基本属性との関連を探

るために, t 検定ならびに一元配置分散分析を行った．有意水準は 5%未満とした．解析に

は，統計ソフト SPSS ver 22.0（Amos も含む）を用いた．  
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（6）倫理的配慮 

 調査実施にあたっては，研究の目的，参加の自由，途中中断の権利，不利益からの保護，

プライバシーの保護について説明した後，承諾の得られた子どもに実施した．また，本研

究は，国際医療福祉大学の倫理委員会の承諾（承認番号 14‐Io‐105）を得て実施した． 

 

Ⅲ．結果 

神奈川，埼玉，千葉の各県にある 9 つの児童養護施設に入所している全児童数は 481 名

で，今回の対象者は全国入所児童数の約 1.71％であった．そのうち， 調査対象の 6 歳～18

歳の子ども 398 名のうち，前もって保育士からの説明に調査協力を受けることに同意した

子ども 388 名に調査用紙を配布し，366 名から回答が得られた（回収率 94.3%）．これは、

全国の児童養護施設に入所している児童総数の 1.3％であった．欠損値の 3 個以下が 39

（10.9%）あり，当人の尺度の平均値を挿入し有効回答とした.その結果，有効回答 359 名

（有効回答率 92.5%）を解析の対象とした．  

 

1．施設毎の調査対象者数ならびに入所児童の基本属性 

 解析対象の 9 施設の調査対象者数を表 2-2 に記載した．  

          

施設名 有効回答（調査数）

A 52 (52)

B 58 (61)

C 44 (45)

D 48 (50)

E 47(48)

F 9(9)

G 55(55)

H 30(30)

I 16(16)

合計 359(366)

表2-2．施設毎調査対象数
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入所児童の基本属性は表 2-3 に示した． 

                                                 

 

性別では，男女ほぼ半々であった．年齢構成は，小学生が 47.4%，中学生 29.8%，高校生

22.8%と，小学生が約半数であった．入所年齢は，平均 6.15 歳（範囲 1‐17）で， 6 歳未

満が 52.9%，6 歳以上～12 歳未満が 34.0%，12 歳以上が 13.1％と，約半数近くが小学入学前

に入所していた．入所期間は，5 年未満が 36.5%，5 年以上～10 年未満が 36.2%，10 年以

上が 27.3%と、63.5%の児童が 5 年以上であるなど，幼少期に入所し，入所期間が 5 年以上

の長期になる子どもが約 6 割強いた．被虐待経験の有無では，ありが 69.4%，なしが 30.6%

と，約 7 割弱の子どもが虐待の経験をしていた．                                          

2．児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の探索的・確認的因子分析 

生活安全感の 36 項目の質問項目の分布を確認した結果，性的な質問 12 項目は，ほとん

変数名 区分 人数 ％

男 187 52.1

女 172 47.9

小学生（6～12歳） 170 47.4

中学生（13～15歳） 107 29.8

高校生（16～18歳） 82 22.8

3歳未満 93 25.9

3歳以上～6歳未満 97 27.0

6歳以上～12歳未満 122 34.0

12歳以上 47 13.1

1年未満 12 3.40

1年以上～5年未満 119 33.1

5年以上～10年未満 130 36.2

10年以上 98 27.3

あり 249 69.4

なし 110 30.6

表2-3.　入所児童の基本属性（N =359）

児童の性別

入所年齢

入所期間

被虐待経験の
有無

児童の年齢
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どの子どもが「全くない」と答えているなど分布に偏りが見られたことから，尺度の対象

から削除した. 残った 24 項目のうち，施設管理者 1 名，心理士 2 名の協議により，得点分

布の偏りが最も大きい 2 項目（平均点が 2.84，2.65／max3）注 1），ならびに意味の類似性の

高い 1 項目注 2）を削除した残り 21 項目を解析の対象とした．  

生活安心感の 26 項目の質問項目を，再度，施設管理者 1 名，心理士 2 名の協議により，

意味の類似性の高い 2 項目注 3），ならびに対象が不明瞭な 1 項目注 4）を削除した残り 23 項

目を解析の対象とした．  

                                         

注 1）具体的には「施設内の他の児童から，きもちわるい（血がたくさん出ているような

もの）写真・マンガ・映像やゲームなどを，ムリやり見せられることがありますか」「施

設内の職員から，きもちわるい（血がたくさん出ているようなもの）写真・マンガ・映

像やゲームなどを，ムリやり見せられることがありますか」の 2 項目の偏りが大きかっ

た． 

注 2）「施設の職員から，こわい言い方で注意されて嫌な思いをすることがありますか」の

1 項目については，表 2-1 の安全職員 3 の「施設の職員から，感情的にしつこく怒られ

ることがありますか」と質問項目に重複が見られた．  

注 3）「気持ちが落ち着いてリラックスできる時間がありますか」は，表 2-1 の安心職員 10，

「施設内に居心地の良い場所があると感じますか」は，表 2-1 の安心職員 8 と類似が見

られた． 

注 4)「施設のだれかと一緒にいてほっとすることがありますか」は，対象があいまいであ

るため削除した． 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

安心職員1 施設の中に、自分のすなおな気もちや こまったことを 話せる職員が いますか .774 -.080 .045 .006

安心職員2
施設の職員は、あなたが 何かしようとする時、協力したり 応援してくれると 思います
か

.751 .008 -.031 -.009

安心職員3 物事がうまくいかなかった時に、施設の職員は、はげましてくれることが ありますか .735 -.080 .049 -.095

安心職員4 施設の職員の中で、あなたの気もちを　わかってくれる人が　いますか .732 -.077 .030 .054

安心職員5 何かあった時に、施設の職員は、守ってくれると 思いますか .716 -.027 .002 .091

安心職員6 施設の職員は、あなたの話を 聞いてくれますか .715 .040 -.122 .166

安心職員7 施設内に 自分の居場所が あると感じますか .653 .160 .038 -.144

安心職員8 施設内には、自分の気もちが 落ち着く場所が あると感じますか .648 .105 .047 -.066

安心職員9
施設の職員は、子ども同士のトラブルに きちんと関わって、うまく解決してくれている
と 思いますか

.643 -.022 .005 .174

安心職員10 施設で生活していて、ほっとする時間は ありますか .639 .173 .032 -.085

安心職員11 施設の中に、 自分を認めてくれる職員が いますか .623 -.057 .164 .128

安心職員12 運動・勉強・趣味などで、施設の職員から、すごいなと ほめられることが ありますか .410 -.081 .282 .079

因子2．他の子どもに対する安全感（α＝.900)

安全子ども1 施設内の他の児童から、乱暴なことをされて 嫌な思いを することが ありますか .061 .794 -.013 -.037

安全子ども2 施設内の他の児童から、おどされて 嫌な思いを することが ありますか .092 .750 -.094 -.020

安全子ども3
施設内の他の児童から、物をこわす などの 乱暴なところを 見せられて、こわい 思いを
することが ありますか

.048 .715 -.119 .021

安全子ども4 施設内の他の児童から、なぐる・ける などの暴力を ふるわれることがありますか -.041 .702 .003 .083

安全子ども5 施設内の他の児童から、いじめられていると 感じることが ありますか -.020 .699 .043 -.017

安全子ども6 施設内の他の児童から、無視されるようなことが ありますか .113 .666 -.013 -.106

安全子ども7 施設内で、仲間はずれに されることが ありますか .071 .648 .027 -.123

安全子ども8
施設内の他の児童から、悪口(「バカ」「ブス」「デブ」｢しね｣｢キモイ」など）を言われ
て、嫌な思いを することが ありますか

-.224 .647 .158 .187

安全子ども9
施設内の他の児童から、嫌なことを言われたり、バカにされたりするような ことがあり
ますか

-.094 .643 .157 .016

安全子ども10
施設内の他の児童から、やりたくないことを 無理に やらされることが
ありますか

.144 .583 -.096 .027

安全子ども11
施設内の 他の児童同士が、いつもトラブルを 起こしていて、落ち着かない日が 続くこ
とが ありますか

-.126 .456 .112 .133

因子3．他の子どもへの安心感　（α＝0.899)

安心子ども1
物事が うまくいかなかった時に、 施設内の他の児童は、はげましてくれることがありま
すか

-.015 .068 .751 -.002

安心子ども2 何かあった時に、助けてくれる 児童は いますか .087 -.082 .744 .008

安心子ども3 施設の中に、 自分を 認めてくれる 児童が いますか -.071 .106 .712 .051

安心子ども4 施設の中に、自分のすなおな気もちや、こまったことを話せる 児童がいますか .126 -.110 .703 -.015

安心子ども5 施設には、こまった時に　あなたの話を　聞いてくれる児童は　いますか -.009 .079 .702 -.020

安心子ども6
あなたが　しっぱいした時に、施設内の他の児童は、はげまして くれることがあります
か

-.038 .035 .702 -.099

安心子ども7 施設内の他の児童の中で、あなたの気もちを　わかってくれる人がいますか .077 -.022 .656 .052

安心子ども8
運動・勉強・趣味などで、施設内の他の児童から、すごいなと ほめられることがありま
すか

.050 -.017 .597 -.074

安心子ども9
あなたが 何かしようとする時、施設内の他の児童は、協力したり応援してくれると思い
ますか

.102 .055 .596 -.001

表2-4．児童養護施設版『安全感・安心感尺度』因子分析（主因子法　プロマックス回転）（ｎ＝359）

因子1．職員への安心感と生活空間の居心地（α＝0.923)
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生活安全感 21 項目，生活安心感 23 項目の合計 44 項目を主因子法・プロマックス回転

で分析した結果，固有値は，11.56，5.56，4.01，1.62，1.61，1.23，1.06，1.01，.900・・・

と減衰し， 4 因子の構造が妥当であると考えられた．ここで 4 因子を仮定して再度，因子

負荷量  .40 以上を採択基準として，主因子法・プロマックス回転による因子分析を行った．

結果，「施設の中で、自分や  人の物が なくなることがありますか」「自分の部屋に帰りた

くないことがありますか」「一人ぼっちでさみしいと感じることがありますか」の 3 項目

は，因子負荷率.40 未満のため削除した．残った 41 項目を，再度主因子法・プロマックス

回転で分析した最終的な因子パターンと因子間相関，因子負荷量（.40 以上の項目は太字で

記したもの）を表 2-4 に示した．  

第 1 因子は，12 項目で構成されており，職員からの受容，傾聴，励ましなどの項目なら

びに，「施設内に自分の居場所があると感じますか」「施設には、自分の気持ちが落ち着く

場所があると感じますか」「施設で生活していてほっとする時間はありますか」など，施設

内での居心地の良さの項目が高い負荷量を示していたため，「職員への安心感と生活空間

因子4．職員に対する安全感（α＝0.876)

安全職員1 施設の職員から、乱暴なことをされ、嫌な思いを することが ありますか -.057 .006 .031 .777

安全職員2 施設の職員から、嫌なことを言われたり、バカにされることが ありますか .064 -.100 .083 .708

安全職員3 施設の職員から、感情的に　しつこく怒られることが ありますか -.055 .001 .063 .701

安全職員4
施設の職員から、他の子どもが いつも 感情的に怒られていて、落ち着かない日が 続く
ことが ありますか

-.075 .056 .006 .652

安全職員5
施設の職員から、物をこわす などの 乱暴なところを 見せられて、こわい思いを するこ
とがありますか

-.014 .039 -.100 .648

安全職員6 施設の職員から、理由もわからないまま、 怒られていると 感じることがありますか .037 -.082 .054 .639

安全職員7
施設の職員から、悪口(「バカ」「ブス」「デブ」｢しね｣｢キモイ」など）を、言われるこ
とが ありますか

.090 .029 -.146 .627

安全職員8 施設の職員から、なぐる・ける などの暴力を ふるわれることが ありますか .029 .071 -.073 .624

安全職員9 施設の職員から、無視されるようなことが ありますか .145 .114 -.046 .575

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ ― .131 .565 .538

Ⅱ ― .217 .369

Ⅲ ― .158

Ⅳ ―
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の居心地」因子と命名した． 

第 2 因子は，11 項目で構成されており，他の子どもから意地悪や無視，乱暴なことなど

をされている内容の項目が高い負荷量を示しており，「他の子どもに対する安全感」因子と

命名した． 

第 3 因子は，9 項目で構成されており，他の子どもからの受容，傾聴，励ましなどの内

容の項目が高い負荷量を示していたため，「他の子どもへの安心感」と命名した． 

第 4 因子は，9 項目で構成されており，職員から乱暴なことや無視されたり，感情的に

怒られるなどの内容の項目が高い負荷量を示していた．そこで「職員に対する安全感」因

子と命名をした． 

各因子の信頼性を検討するために，Cronbach の α 係数を求めたところ，第 1 因子「職員

への安心感と生活空間の居心地」α＝.923，第 2 因子「他の子どもに対する安全感」α＝.900，

第 3 因子「他の子どもへの安心感」α＝.899，第 4 因子「職員に対する安全感」α＝.876，と

信頼性は十分であった． 

また，上記の結果を確かめるために,Amos22.0 を用いて確認的因子分析を行った．                        

まずは， 4 因子のそれぞれについて適合度の高いモデルを確認した．  

「他の子どもに対する安全感」に関して，因子分析で抽出された 11 項目でパス解析を行

った結果を図 2-2-a に示した． χ2=62.99，df=37，p< .01，GFI=.970，AGFI=.946，RMSEA=.044, 

AIC=120.99 とモデル適合度は良好であった．   
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図 2-2-a．「他の子どもに対する安全感」の確認的因子分析  

χ2=62.99，df=37，p< .01，GFI=.970，AGFI=.946，RMSEA=.044, AIC=120.99 

 

「職員に対する安全感」に関して，因子分析で抽出された 9 項目でパス解析を行った結果，

χ2=118.94，df=23，p< .01，GFI=.931，AGFI=.865，RMSEA=.108, AIC=162.94 とモデル適

合度が悪かったため，標準化係数の低い「安全職員 7：施設の職員から、悪口(「バカ」「ブ

ス」「デブ」｢しね｣｢キモイ」など）を、言われることが  ありますか」を削除し，再度パ

ス解析を行った結果を図 2-2-b に示した．モデル適合度は，χ2=48.83，df=17，p< .01，GFI=.969，

AGFI=.935，RMSEA=.072, AIC=86.83 であった．  

 

  

図 2-2-b．「職員に対する安全感」の確認的因子分析  

χ2=48.83，df=17，p< .01，GFI=.969，AGFI=.935，RMSEA=.072, AIC=86.83 
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「他の子どもへの安心感」に関して，因子分析で抽出された 9 項目でパス解析を行った結

果を図 2-2-c に示した．モデル適合度は，χ2=41.04，df=25，p< .05，GFI=.976，AGFI=.957，

RMSEA=.042，AIC=81.04 であった．  

      

図 2-2-c．「他の子どもへの安心感」の確認的因子分析  

χ2=41.04，df=25，p< .05，GFI=.976，AGFI=.957，RMSEA=.042, AIC=81.04 

 

「職員への安心感と生活空間の居心地」に関して，因子分析で抽出された 12 項目でパス解

析を行った結果，χ2=135.80，df=47，p< .01，GFI=.941，AGFI=.903，RMSEA=.073, AIC=197.80

とモデル適合度が悪かったため，標準化係数の低い「安心職員 10：施設で生活していて、

ほっとする時間は ありますか」を削除し，再度パス解析を行った結果を図 2-2-d に示した．

モデル適合度は，χ2=82.04，df=38，p< .01，GFI=.961，AGFI=.932，RMSEA=.057, AIC=138.04

であった．     
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図 2-2-d．「職員への安心感と生活空間の居心地」の確認的因子分析  

χ2=82.04，df=38，p< .01，GFI=.961，AGFI=.932，RMSEA=.057, AIC=138.04 

                            

 次に，4 因子を統合して,Amos22.0 を用いて確認的因子分析を行った結果は図 2-3 に

示した．パス解析の結果，モデル適合度は，χ2=1411.74，df=678，p< .01，GFI=.837，AGFI=.812，

RMSEA=.055, AIC=1615.74 であった．  
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図 2-3．「生活安全感・安心感尺度」の確認的因子分析  

χ2=1411.74，df=678，p< .01，GFI=.837，AGFI=.812，RMSEA=.055, AIC=1615.74 
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3．自尊感情，抑うつ状態 

 子どもの自尊感情の得点を表 2-5 に示した．   

  

 

自尊感情 22 項目合計の平均点は，2.9 点（SD=.58 範囲 1.23‐4.00），①自己評価・自

己受容の平均点は 2.7 点（SD=.73  範囲 1‐4），②関係の中での自己の平均点は 3.0 点

（SD=.63 範囲 1‐4），③自己主張・自己決定の平均点は 3.0 点（SD=.63 範囲 1‐4）

であった．  

 

子どもの抑うつ状態の得点を表 2-6-a.b.c に示した．  

 

 

平均得点 標準偏差 範　囲

自尊感情22項目合計 2.9 .58 1.23-4.00

①自己評価・自己受容 2.7 .73 1-4

②関係の中での自己 3.0 .63 1-4

③自己主張・自己決定 3.0 .63 1-4

表2-5．子どもの自尊感情の得点状況(N＝359）

人数 平均得点 標準偏差 範　囲

全体 359 12.0 6.79 0-34

   小学1～3年 73 10.7 5.30 1-22

   小学4～6年 97 11.9 6.56 0-33

   中学生 107 11.9 7.27 0-34

   高校生 82 13.7 7.35 0-32

表2-6-a．子どもの抑うつ状態（DSRSC）の得点状況(N＝359）

得点区分 人数 ％

抑うつ状態あり 16点以上 108 30.1

抑うつ状態なし 16点未満 251 69.9

表2-6-b.子どもの抑うつ状態（DSRSC）のcut-off point　16点の状況（N＝359）
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 抑うつ状態の平均点は 12.0 点（SD=6.79 範囲 0‐34）であった．カットオフポイント

16 点で区切った時，16 点以上の「抑うつ状態あり」は 108 名(30.1%)，16 点未満「抑う

つ状態なし」251 名（69.9%）と，約 3 割に気分が落ち込むなどの抑うつ状態が見られて

いた．学年を独立変数，抑うつ状態を従属変数として一元配置分散分析を行った結果，有

意な学年差が見いだされた（F（3,355）=2.66,p <.05）．Tukey の HSD 法による多重比較を

行ったところ，高校生は小学 1 年～3 年より，抑うつ状態が高かった． 

 

4．妥当性の検証 

1) 生活安全感・安心感と自尊感情・抑うつ状態との相関関係 

生活安全感・安心感の 4 つの因子得点と，自尊感情や抑うつ状態との関係を検討するた

めに，自尊感情測定尺度得点および抑うつ尺度得点との相関係数を表 2-7 に示した．   

 

「他の子どもに対する安全感」と自尊感情および抑うつ尺度との相関係数はそれぞ

れ，.152，-.252，「職員に対する安全感」と自尊感情および抑うつ尺度との相関係数はそ

れぞれ，.260，-.373 と低い相関を示した．また，「他の子どもへの安心感」と自尊感情お

よび抑うつ尺度との相関係数はそれぞれ， .533，-.505，「職員への安心感と生活空間の居

学年 人数(%) 人数(%) 合計人数(%)

   小学1～3年 17　(23.3) 56　(76.7) 73　(100)

   小学4～6年 25　(25.8) 72　(74.2) 97　(100)

   中学生 33　(30.8) 74　(69.2) 107　(100)

   高校生 33　(40.2) 49　(59.8) 82　(100)

抑うつ状態なし（16点未満）

（N＝251）

表2-6-c.子どもの抑うつ状態（DSRSC）のcut-off point別　学年構成

抑うつ状態あり(16点以上)

（N＝108）

他の子どもに対す
る安全感

職員に対する
安全感

他の子どもへの
安心感

職員への安心感と
生活空間の居心地

自尊感情 抑うつ状態

自尊感情 .152
**

.260
**

.533
**

.562
** ―

抑うつ状態 ‐.252
** ‐.373

** ‐.505
** ‐.605

** ‐.659
** ―

 ** p  <.01

表2-7．「生活安全感・安心感尺度」と自尊感情・抑うつ状態との相関関係（Ｎ＝359）
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心地」と自尊感情および抑うつ尺度との相関係数はそれぞれ， .562，-.605，と中程度の相

関を示した．  

 

2) 生活安全感・安心感と基本属性との関連 

 生活安全感・安心感得点と基本属性（性別，年齢，入所年齢，入所期間）との関連を表

2-8 に示した． 

 

 

「他の子どもに対する安全感」は，年齢と入所年齢で有意差が見られた．年齢では，中

高生は小学生より安全感が高かった．入所期間では，10 年以上が 10 年未満より 1%水準の

有意差で安全感は高かった． 

「職員に対する安全感」に関しては，基本属性の間で有意差は見られなかった． 

「他の子どもへの安心感」ならびに「職員への安心感と生活空間の居心地」は，年齢に有

意差が見られた．高校生は小学生より 1%水準の有意差で安心感は低く，この結果は生活安

全感とは逆の結果だった． 

 

変数名 区分 人数
他の子どもに
対する安全感
（0-33点）

p 値
職員に対する

安全感
（0-24点）

p値
他の子どもへ
の安心感
(0-27点）

p 値

職員への安心
感と生活空間
の居心地
(0-33点）

p値

男 187 22.0 18.9 16.7 23.4

女 172 22.6 18.3 17.6 22.6

小学生（6～12歳） 170 19.5 19.2 17.9 24.1

中学生（13～15歳） 107 23.8 17.9 17.3 22.8

高校生（16～18歳） 82 26.2 18.4 15.4 21.1

3歳未満 93 22.8 19.0 17.9 23.4

3歳以上～6歳未満 97 21.30 18.1 16.7 22.7

6歳以上～12歳未満 122 22.0 18.7 17.2 23.4

12歳以上 47 24.2 18.7 16.2 22.0

5年未満 131 21.2 19.0 17.2 23.8

5年以上～10年未満 130 21.6 18.8 17.3 22.7

10年以上 98 24.7 17.8 16.7 22.5

 ** p<0.01 ,  ns：有意差なし

n.s n.s

表2-8．生活安全感・安心感と基本属性との関連 (N =359)

n.s n.s

n.s n.s入所年齢 n.s n.s

入所期間 n.s

児童の
性別

n.s n.s

児童の
年齢

n.s
**

*
** **

**
**
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Ⅳ．考察  

1．児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の信頼性・妥当性について 

 本研究は，児童養護施設で暮らす子どもが，安全で安心して暮らせているかアセスメン

トするための尺度の開発をねらいとして，予備調査を基に本調査を実施し児童養護施設版

「生活安全感・安心感尺度」を作成した．   

予備調査の段階では，生活安全感の定義に性的安全感も含まれていた．しかし，性的

質問内容に関して予備調査で行ったような曖昧な表現では，子どもは性的侵害項目と認識

することが困難であったため，本調査においては大幅な修正を行って調査した．その結

果，回答の分布が「全くない」に偏っていたことから尺度化に不適切と判断し削除した．

唐ら 76)は，一般の母親に子どもに対するマルトリートメントについて調査を行っている

が，その中で，「性的虐待」に対する項目は除外している．理由として，性的虐待は事実

を隠蔽しようとする心理が働くことや，対象者の人権の問題に抵触する危険性があること

などから倫理上のリスクを回避する意味で質問項目を控えている．今回，我々の調査にお

いても，同様のことが考えられた．しかし，児童養護施設には，性的虐待を受けて入所し

てくる子どももおり，その中には性的逸脱行動などが見られる場合もある 77)．また，そ

の子どもが他の子どもに対して性的ないたずらを，知らず知らずにしてしまうなどの危険

性もあることや，施設内には実際に性的な問題が見られるなどの課題を抱えている

44,47,48)．性的被害は子どもに大きな外傷を与えるだけでなく，一生そのトラウマに苦しむ

可能性があり 78-80），施設設内の人権侵害予防には，最優先項目として取り組むことが必

要である．本尺度では性における安心感・安全感を組み入れることができなかったが，

Friedrich の作成した CSBI(子どもの性的行動チェックリスト) 81)の活用を行ったり，今回

調査項目内容をチェックリストとして活用するなどして,適切にアセスメントし予防を図

ることが重要だと考える． 

性的質問項目を除外した残りの項目に対して探索的因子分析を行った結果，「子どもに

対する安全感」「職員に対する安全感」「他の子どもへの安心感」「職員への安心感と生活空
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間の居心地」の 4 因子が抽出された．抽出された 4 因子の Cronbach の α 係数を算出した結

果，内的整合性は高く信頼性は確認された．さらに，因子毎に確認的因子分析を行った結

果，各因子のモデル適合度は高かった．また，4 因子を統合した確認的因子分析において

もモデル適合度は許容範囲であったことから本尺度は，一定の妥当性が確認されたと言え

よう． 

また，各因子と自尊感情と抑うつ状態の 2 つの尺度との基準関連妥当性を検討したとこ

ろ，4 因子とも自尊感情とは正の相関，抑うつ状態とは負の相関が見られた．「他の子ども

への安心感」と「職員への安心感と生活空間の居心地」においては相関係数が 0.5 を超え

ており，安心感が確保されれば，自尊感情は高くなり，抑うつ状態は低くなるという仮説

を支持するものであった．一方，「他の子どもに対する安全感」「職員に対する安全感」の

2 因子は弱い相関であったことから，自尊感情と抑うつ状態との関係は，「安全感」と「安

心感」は異なったものとして捉えることが必要であることがわかった．また，マズローの

理論では，自尊感情や抑うつ状態は所属・愛情の上位欲求であることから「安心感」とは

関係が近く，「安全感」とは関係が遠く，「安全感」と相関が低いことは，マズローの理論

を裏付ける結果となったのではないかと考える．この点に関しては，今後も引き続き検討

を重ねることが必要である．  

 

2．基本属性と生活安全感・安心感尺度との関連 

生活安全感・安心感の 4 因子と基本属性の関連を探ったところ，「他の子どもに対する安

全感」因子では，高学年の子どもならびに入所期間が長い子どもの安全感が高かった． 

このことは，いじめの特徴から理解ができる 82)．森田ら 83)はいじめの定義を「いじめと

は，同一集団内の相互作用過程において優位に立つ一方が，意識的に，あるいは集合的に，

他方にたいして精神的・身体的苦痛をあたえることである」としている．児童養護施設に

は 3 歳から高校生まで幅広い年齢の子どもが集団で生活している．年齢が上ということは，

身体的・精神的に年齢が下の子どもより優位に立つことができる．そのため，低学年より
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安全感が高くなる．一方，低学年の子どもは，体力的にも強い高学年の子どもから圧力を

かけられた時に従う方向に動かざる得ないことから，安全感が低くなると考える． 

「他の子どもへの安心感」や「職員への安心感と生活空間の居心地」に関しては，高校

生の方が小学生より 1%水準で低いなど安全感と逆の結果が得られた．高校生は思春期と

呼ばれるように，今まで権威者であった大人に対して，批判的になり，反抗や反発をしな

がら自己のアイデンティティを確立していくことが特徴である 84)．特に施設に入所してい

る子どもは被虐待児童が多いことから，成長しても大人との間に信頼感が築けていない場

合も多く，大人との関わりに対して被害的な認知をしたり，愛情確認のために攻撃的な挑

発行為をする傾向が見られる 16)．安心感の設問項目が，受容・共感・承認などカウンセリ

ング的な要素が入った内容であることから，特に高校生という多感な時期に，周囲に心を

開いて交流を持つ事に抵抗感を示している事と関連しているのではないかと考える 84)．一

方，小学生は高校生より防衛機制も弱く，素直に自分の悩みや話を他の子どもや職員に話

したり聞いてもらうことに抵抗感が低いことと関連しているのではないかと考える．この

ような尺度の特徴は，子どもの成長の特徴を表しており，その意味で生活安全感・安心感

尺度は構成概念妥当性を有するものと言える．  

以上のことより，39 項目からなる児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」は「子ど

もに対する安全感」「職員に対する安全感」「他の子どもへの安心感」「職員への安心感と生

活空間の居心地」の 4 因子であり，信頼性，一定の構成概念妥当性，一定の基準関連妥当

性が確認されたと言える． 

 

2．今後の課題 

本尺度は，マズローの理論を基にしながら，生活安全感の定義は虐待の概念を中心に

組み立てている．施設には虐待を受けた子どもが約 6～7 割いるが，虐待を受けていな

い子どもが 3～4 割いる．今回は匿名での調査であったため，個人の虐待の有無を特

定することは出来なかった．そのため，虐待の有無と生活安全感・安心感の関係を探
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ることはできなかった．今後，虐待の有無と生活安全感・安心感との関連について探

ることが課題である．  

また，性的な質問項目も更に見直し，チェックリストのような形で予防や早期発見

を行っていくことが必要と考える．   
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第 3 章  

研究 2．児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」と被虐待体験との関連   

 

Ⅰ．目的  

研究 1 では，児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の信頼性・妥当性が検証され

た．施設には虐待を受けた子どもが多く生活しているが，虐待を受けていない子どもが混

在して生活している．虐待を受けた子どもはトラウマや情緒的問題など様々な問題を抱え

ていることから 16)，被虐待児童への適応範囲を明らかにすることが必要である．しかし，

研究 1 では，被虐待の有無が匿名であったため，被虐待児童を分離できず，尺度の適応範

囲が被虐待体験の有無と関連しているかどうかについては明らかにすることはできなかっ

た．そこで，研究 2 では，虐待の有無が生活安全感・安心感とどのように関連しているの

かについて検討することを目的とする．   

 

Ⅱ．研究方法  

1．対象 

 研究協力を得ることができた神奈川，埼玉，茨城の各県にある児童養護施設 8 施設（研

究 1 で継続協力が得られた 6 施設と新規 2 施設，全入所児童者数 389 名：幼児を含む）に

入所中の 6 歳～18 歳までの子ども 324 名のうち，前もって保育士からの説明に調査協力を

受けることに同意した子ども 308 名を対象に質問紙調査を実施した．なお，小学 1 年生に

関しては，小学 2 年生にあがる 2～3 か月前の児童で，質問紙の内容や表現を理解できる

子どもを対象とした．  

 

2．調査方法ならびに調査期間 

調査方法は，研究 1 とほぼ同様の方法で実施した．異なっている点は，研究 1 が，調査

を匿名で実施したのに対し，今回は連結匿名で実施したため，虐待を受けた子どもを特定
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できる点である．連結匿名に関しては，施設の中で中立的な立場である施設内心理士もし

くは管理者の職員が，子どもに付けた番号と対象者の一覧表を管理した．調査協力の得ら

れた 8 施設のうち，6 施設に関しては筆者ならびに研究協力者が，直接子どもに調査の説

明や質問紙の配布ならびに回収を行った．残りの 2 施設に関しては，施設側自らが調査す

ることを希望したため，各施設にいる心理士が調査を実施した．子どもが質問紙に答えた

後，封筒に入れ封印したものを，施設内の心理士が集めて郵送してもらう方法で行った． 

調査期間は，2016 年 1 月～4 月であった． 

 

3．調査内容 

 調査内容は，研究 1 と同様，対象者の基本属性（性別，年齢，学年，入所年齢，入所期

間），被虐待経験の有無（ただし，被虐待経験の有無は，子どもが施設に入所する際，児童

相談所から送られてきた情報による．その情報を施設長の承諾の下，施設内心理士または

管理者から別途得た），児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」，自尊感情測定尺度，

子どもの抑うつ尺度とした． 

 

4．分析方法 

生活安全感・安心感尺度の 4 因子それぞれに対して，虐待の有無との関連を t 検定で解

析した．有意水準は 5%未満とした．解析には，統計ソフト SPSS ver 22.0（Amos も含

む）を用いた． 

 

5．倫理的配慮 

 調査実施にあたっては，あらかじめ職員が，子どもに調査への参加の希望を聞き，協力

の得られた子どもが調査に参加した．研究者が，研究の目的，参加の自由，途中中断の権

利，不利益からの保護，プライバシーの保護について説明した後，承諾の得られた子ども

に実施した．また，本研究は，国際医療福祉大学の倫理委員会の承諾（承認番号 15‐Io‐
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102）を得て実施した． 

 

Ⅲ．結果 

神奈川，埼玉，茨城の各県にある 8 つの児童養護施設に入所している（全入所児童者数

389 名：幼児を含む）6 歳～18 歳までの子ども 324 名のうち，前もって保育士からの説明

に調査協力を受けることに同意した子ども 308 名に調査を実施した．8 か所の施設のうち

1 施設は，調査の実施が，本来ならば施設内心理が実施するところを，子どもを直接養育

している職員が実施や封をしないで回収するなど，実施方法が「アンケート実施手順(参考

例)」資料 3）と異なっていたことから，今回の解析対象から除外し 7 施設を解析対象とした．

また，欠損値が 3 個以下は 22（7.5%）あり，そこには当人の尺度の平均値を挿入し有効回

答とした.その結果，有効回答 293 名（有効回答率 95.1%）を解析の対象とした．  

 

1．施設毎の調査対象者数ならびに入所児童の基本属性 

 解析対象の 7 施設の調査対象者数を表 3-1 に記載した． 

  

施設名 有効回答（調査数）

A 52 (53)

B 63 (63)

C 45 (45)

D 54 (54)

J 21(22)

K 18(18)

E 40(40)

合計 293(295)

表3-1．施設毎調査対象数
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入所児童の基本属性は表 3-2 に示した． 

   

                                                

性別では，男女ほぼ半々であった．年齢構成は，小学生が 47.8%，中学生 32.1%，高校生

20.1%と，小学生が約半数であった．入所年齢は，  6 歳未満が 55.0%，6 歳以上～12 歳未満

が 31.4%，12 歳以上が 13.7％と，約半数強が小学入学前に入所している．入所期間は，5 年

未満が 39.3%，5 年以上～10 年未満が 31.4%，10 年以上が 29.4%と，60.8%の児童が 5 年以

上であるなど，幼少期に入所し，入所期間が 5 年以上の長期になる子どもが約 6 割強いた．

被虐待経験の有無では，有が 71.0%，無が 29.0%と，約 7 割強の子どもが虐待の経験をし

ていた．   

 

変数名 区分 人数 ％

男 143 48.8

女 150 51.2

小学生（6～12歳） 140 47.8

中学生（13～15歳） 94 32.1

高校生（16～18歳） 59 20.1

3歳未満 79 27.0

3歳以上～6歳未満 82 28.0

6歳以上～12歳未満 92 31.4

12歳以上 40 13.7

1年未満 11 3.80

1年以上～5年未満 104 35.5

5年以上～10年未満 92 31.4

10年以上 86 29.4

あり 208 71.0

なし 85 29.0

表3-2.　入所児童の基本属性（N=293）

児童の性別

入所年齢

入所期間

被虐待経験の有無

児童の年齢



46 

 

 

2．生活安全感・安心感と被虐待体験の有無の関連について 

生活安全感・安心感の下位項目である 4 因子と被虐待体験の有無との関連について t

検定で比較検討を行った結果を表 3-3 に示した． 

 

 

「他の子どもに対する安全感」と「職員に対する安全感」に関しては，被虐待体験の有

無に有意差は認められかった．一方，「他の子どもへの安心感」の平均点は，虐待を受けた

子ども 208 名 17.1 点，虐待を受けていない子ども 85 名 18.9 点と，5%水準の有意差で虐待

を受けた子どもは，受けていない子どもより安心感は低かった．また，「職員への安心感と

生活空間の居心地」は，虐待を受けた子ども 208 名 21.5 点，虐待を受けていない子ども 85

名 25.1 点と，1%水準の有意差で虐待を受けた子どもは，受けていない子どもより職員への

安心感や生活空間への安心感は低かった．  

 

Ⅳ．考察 

1．被虐待体験の有無による差異について 

今回，「生活安全感・安心感尺度」の 4 因子と虐待の有無との関係の検討を行った．虐待

を受けた子どもは，虐待を受けていない児童に比し，生活安心感が低いことが分かった．

被虐待体験の
有無

人数 平均点 ｐ値

有 208 22.15

無 85 24.13

有 208 18.07

無 85 19.22

有 208 17.07

無 85 18.91

有 208 21.54

無 85 25.11

* p< 0.05   ,    ** p< 0.01    ,  ns：有意差なし

他の子どもに対する
安全感

職員に対する安全感

他の子どもへの安心感

職員への安心感と
生活空間の居心地

表3-3．生活安全感・安心感と被虐待体験の有無（Ｎ＝293）

ns

ns

＊

＊＊
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一方，生活安全感に対しても，生活安心感と同様に虐待を受けた子どもの得点は低いもの

の有意差は認められなかった．  

生活安全感の質問項目は，「施設内の他の児童から，乱暴なことをされて 嫌な思いを す

ることが ありますか」「施設内の他の児童から，いじめられていると  感じることが  あり

ますか」「施設内の他の児童から，無視されるようなことが  ありますか」など，暴力，い

じめ，無視，脅しなどの具体的な身体的・精神的な侵害項目である．学校のいじめの問題

でもあるように 82,83」，生活安全感にあるような侵害項目は，虐待の有無に関わらず出会う

機会はあるし，被害を受けた時には両方とも不快な感情に陥ることが予測されることから，

被虐待体験の有無に差異が認められなかったのではないかと考える．   

一方，虐待環境で育った子どもの対人関係の障害に，無差別的愛着障害と極端なディタ

ッチメントと虐待の反復傾向があげられている 16）．初めて出会った大人に対して誰彼なく

ベタベタ甘える無差別な愛着を示すが，これは本当の意味での愛着ではなく見かけ上のも

のでしかない．そのため，ほんのちょっとしたことをきっかけにその大人との関係を絶ち，

その大人から急激に遠ざかってしまう（ディタッチメント）傾向がある．また，「自分は悪

い子だから親に怒られているのだ」「こんなに悪い子は，親に捨てられてしまうかもしれな

い」と考える傾向がある．この「親から捨てられるかもしれない」という見捨てられ不安

は，子どもにとって非常に強い脅威になるため，否認という機制で防衛されてしまうこと

がある．このように愛着の障害や見捨てられ不安感の高さから，虐待を受けた子どもは，

虐待を受けていない子どもより生活不安感が高くなっているのではないかと考える．また，

虐待を受けた子どもは，虐待関係の反復傾向が見られる 16）．彼らの言動や態度は大人の神

経を逆なでするような挑発的態度や反抗的態度によって，他者との関係でトラブルを多く

抱えがちである．そのため，周囲の人と信頼関係が持てないなど対人関係面で大きな課題

を持っていることが，虐待を受けていない子どもより安心感が低い結果と関連しているの

ではないかと考える．  
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2．今後の課題 

本調査では，被虐待体験の有無と生活安全感・安心感との関連では，被虐待体験を受け

ている子どもの方が，受けていない子どもより生活安心感が低いということが分かった．

このように尺度を使って測定することにより，子どもが感じている安全感・安心感を把握

することは可能になったと言える．今後は，本尺度を使ってどのように活用していくのか，

その活用の可能性を明らかにしていくことが課題として残った． 
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第 4 章  

研究 3．児童養護施版「生活安全感・安心感尺度」活用の可能性の 

評価研究  

     

Ⅰ．目的 

児童養護施設で暮らす子どもたちの安全で安心した生活の保障は，第 1 章でも述べたよ

うに重要な課題である.この問題の解決の一助のために，第 2 章の研究 168)において，子ど

もたちが，児童養護施設内で安全で安心して生活できているかアセスメントするために，

児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」を作成した．また，研究 2 では，虐待を受け

た子どもは，虐待を受けていない子どもより安心感が有意差を持って低いことが分かった．  

しかし，尺度は作成すること自体が目的ではなく，その尺度を使ってどのように有効に

活用し役立てるかが大切である．そのため，今回，これらの尺度を使った活用の可能性に

ついて評価することが必要である． 

心理学では学習理論の研究分野がある．学習理論の視点から考えた場合，調査を実施す

るということは，子どもは調査内容の刺激に触れ，その内容について何らかの学習をする

ことになる 85,86)．また調査を行う際にも，「施設内でのいじめなどをなくして，安全で安

心して暮らせるようにするために調査を行っている」と説明を行って実施している．もし，

子どもが生活の中で安全感・安心感をおびやかされていると感じていた場合には，このよ

うな調査は内発的な動機を刺激し学習への動機付けにつながる可能が考えられる 84)．また，

学習による進歩や効果を表す学習曲線があるが，バットリーは，何らかの技能を獲得しよ

うと熟練する場合には，連続的な反復を繰り返す集中学習法より，各施行毎に長い休みを

挿入する分散学習の方がより効果的に技能が獲得すると述べている 87)．さらに，調査や実

験などの対象者になるとその対象者は、当該研究の内容について鋭敏化することが知られ

ている 88,89)．当該研究の内容が意識に上り，それに注意が向き，それに関連する反応が多

くなり，また強くなる．この鋭敏化は，評価懸念や欲求特性を伴うことによって，対象者

が社会的に望ましい反応を促進することがある．そのため，この調査を反復的に繰り返す
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ことは，子どもが現在どういう問題があるのか意識を高めると同時に，日常生活でこの安

全感・安心感への気付きや発見を促進する学習効果を生むと考える．  

そこで今回，以下の 2 つの仮説を立て，子どもが感じる尺度の生活安全感・安心感得点

の経年的変化ならびに，生活安全感・安心感に対する子どもの意識の変化を追うこととし

た．解析対象は，2 回の調査の得点の変化が追跡可能な子どもとしたがその理由は，児童

養護施設は，毎年入退所など子どもの入れ替わりが生じる．問題行動が激しい子どもが入

所した場合には，その子どもの入所自体が 集団の安全感・安心感に大きな影響を及ぼすこ

とになる．今回の研究は，尺度の反復的な活用の有用性について評価することが目的であ

るため，新規入所などの子どもを除外し，2 回の調査の得点の変化が追跡可能な子どもの

経年的変化を追うことによって，尺度活用の有用性について検証することとした．  

（仮説） 

1.尺度を活用した調査を繰り返すことによって，子どもの安全感・安心感に対する意識が 

高まり，結果的に生活安全感・安心感得点が高まる． 

2．虐待を受けた子どもは，尺度への反応性が高く，虐待を受けていない個々の子どもより，

生活安全感・安心感得点が高まりやすい． 

 

Ⅱ．研究方法 

1）調査の概要  

上記の仮説の検証を行うために，図 4-1 のプログラムで子どもへの調査を行った．  
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              図 4-1．調査の概要  

2）子どもへの調査の対象 

2016 年調査と 2017 年調査と連続して連結匿名で子どもに調査をできた施設は，神奈川

県，埼玉県，茨城県にある 7 施設（A，B，C，D，F，J，K）であった．  

2016 年調査では，7 施設に入所している（全児童数 339 名：幼児を含む）6 歳～18 歳の

子ども 284 名のうち，前もって保育士からの説明に調査協力を受けることに同意した子ど

も 268 名であった．2017 年調査では，7 施設に入所している  （全児童数 340 名：幼児を含

む）6 歳～18 歳の子ども 286 名のうち，前もって保育士からの説明に調査協力を受けるこ

とに同意した子ども 262 名であった． 7 施設のうち結果に大きな影響を及ぼすと考えられ

る 2 施設（D，F）は解析の対象から除外した．具体的には，1 施設は，職員数の不足によ

り 2 棟に別々に住んでいた子どもを 1 つの棟に集めて生活するなど，環境に大きな変化が

あり，結果に影響を及ぼしている可能性が考えられた．別の 1 施設は，アンケートの実施

を中立的な施設内心理士ではなく，直接子どもを養育している職員が実施するなど，「ア

ンケート実施手順(参考例)」資料 3）と実施方法が異なり，結果に影響を及ぼすと考えられた

ため，2 施設を外した 5 施設を解析の対象とした（2016 年調査：201 名，2017 年調査：200

名）．なお，施設 A，B，C，D，F の 5 施設に関しては，2015 年調査の研究 1 の尺度開発

に参加している施設でもある． 子どものデータは，欠損値が 3 個以下（2016 年調査：8.0%，

2015年 2016年 2017年

1月～4月 9月～12月 1月～4月 3月～5月 1月～4月 3月～5月

※研究3は，□内の個人の追跡が可能な2016年・2017年を解析対象とした.

2015年 調査

研究1：尺度開発調査

匿名調査

管
理

者
へ
結

果
報

告

2016年 調査

連結匿名調査

管

理

者

へ

結

果

報

告

2017年 調査

連結匿名調査

管
理

者
へ
結

果
報

告

神奈川・埼玉・千葉県にあ
る児童養護施設9か所が参

加

神奈川・埼玉・茨城にある
児童養護施設A，B，C，

D，F，J，Kの7か所（J，K

は新規）に入所中の子ども
268名に調査．そのうちA，

B，C，J，Kの5か所の施設

に入所中の子どもの中で，
2017年も参加した子ども176

名を解析対象とした

神奈川・埼玉・茨城にある
児童養護施設A，B，C，

D，F，J，Kの7か所（J，K

は新規）に入所中の子ども
262名に調査．そのうちA，

B，C，J，Kの5か所の施設

に入所中の子どもの中で，
2016年も参加した子ども176

名を解析対象とした
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2017 年調査：3.4%）のものは，当人の尺度の平均値を挿入した．また，今回，子どもの個

人の変化を追跡することが目的であるため，2 回とも調査に参加し継時的に経過を追跡で

きる子どもを有効回答とした．  

表 4-1 に 5 施設（A，B，C，J，K）の子どもの調査数ならびに 2 回とも参加した子ども

の有効回答数を施設毎に一覧で示した．   

    

 

2016 年調査は，神奈川県，埼玉県，茨城県にある児童養護施設 5 施設に入所中の 6 歳

～18 歳までの子ども 201 名から回答を得，そのうち有効回答数は 176 名（有効回答率 87.6％）

であった． 2017 年調査は，子ども 200 名から回答を得，そのうち有効回答数は 176 名（有

効回答率 88.0％）であった． なお，小学 1 年生に関しては，小学 2 年生にあがる 2～3 か

月前の児童で，質問紙の内容を理解できる子どもを対象とした．  

 

2）調査方法ならびに調査期間 

児童養護施設長の同意の下，施設に入所中の子どもを対象に，研究者もしくは施設内心

理士が質問紙調査を実施した．調査対象の 5 施設中 4 施設は，研究者が直接子どもに調査

2016年調査 2017年調査

施設名 有効回答（調査数） 有効回答（調査数）

A 47(53) 47(58)

B 54 (63) 54 (56)

C 41 (45) 41(46)

J 17 (22) 17 (23)

K 17 (18) 17 (17)

合計 176(201) 176 (200)

表4-1．子どもの対象者数
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の説明や質問紙の配布を行い，子どもが回答した後，質問紙を封筒に入れ封印をしてもら

ったものを回収した．残り 1 施設は，子どもが安心して回答ができるよう，施設内で中立

的な立場の臨床心理士が調査を実施し，調査後郵送してもらう方法で行った．2 回の調査

とも連結匿名で実施した．調査期間は，2016 年調査は 2016 年 1 月～4 月，2017 年調査は

2017 年 1 月～4 月であった． 

また，調査終了後は施設の管理者に結果報告を行った．報告内容は，施設毎に，個々の

子どもの安全感・安心感，自尊感情，うつ状態の各得点，施設の全体平均値，居室毎の平

均値，ならびに継年的な得点の変化を報告した．  

 

3）調査内容 

2016 調査は，以下の①～④及び⑥，2017 年調査は⑤を追加し，①～⑥を調査した。 

①基本属性（性別，年齢，学年，入所年齢，入所期間），被虐待経験の有無（ただし，被虐

待経験の有無は，子どもが施設に入所する際，児童相談所から送られてきた情報による．

施設長の承諾の下，施設内心理士または管理者から別途情報を得た） 

②児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」 

③自尊感情測定尺度 

④子どもの抑うつ尺度 

⑤尺度活用に関する子どもからの意識調査 

設問①「この 1 年間をふりかえって，このアンケートは，みなさんが，施設の中で安全

で安心して生活できることに役立ったと感じましたか」，設問②「このアンケートを続ける

ことで，みなさんが，施設の中で，安全で安心して生活できることに役立つと思いますか」

の 2 問をアンケートの最後に付け加え，尺度活用の効果について，子どもに直接質問した．

⑥自由記述 

アンケートの最後に，感想など自由に記述してもらった． 
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4）分析方法 

生活安全感・安心感の 4 因子の得点に対して，経年的変化を比較するために，個人が追

跡できる対象に対して対応のあるｔ検定を行った．有意水準は 5%未満とした．解析には，

統計ソフト SPSS ver 22.0 を用いた．自由記述では，意味のまとまりを一つの記述とみ

なし，その記述に基づいてカテゴリーに分け，そのカテゴリーの実数と割合を算出した． 

 

5）倫理的配慮 

 調査実施にあたっては，研究の目的，参加の自由，途中中断の権利，不利益からの保護，

プライバシーの保護について説明した後，承諾の得られた子どもに実施した．また，本研

究は，国際医療福祉大学の倫理委員会の承諾（承認番号 2016 年・2017 年調査，15‐Io‐

102，2017 年調査一部修正 17‐Io‐19）を得た． 

 

Ⅲ．結果 

1）対象者の基本属性 

対象児童の基本属性は表 4-2 に示した．  

 

変数名 区分 人数 ％

男 85 48.3

女 91 51.7

小学生（6歳～12歳） 83 47.1

中学生（13歳～15歳） 61 34.7

高校生（16歳～18歳） 32 18.2

3歳未満 55 31.3

3歳以上～6歳未満 55 31.3

6歳以上～12歳未満 43 24.4

12歳以上 23 13.0

1年未満 6 3.40

1年以上～5年未満 52 29.5

5年以上～10年未満 60 34.1

10年以上 58 33.0

あり 122 69.3

なし 54 30.7

上記の基本属性は，2016年調査を基に集計している．

表4-2.　2回とも調査に参加した児童の基本属性（N=176）

入所年齢

入所期間

被虐待経験の
有無

児童の性別

児童の年齢
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性別は女性が多少多いもののほぼ半々だった．子どもの年齢構成は，中高生が 52.9%，

小学生が 47.1％とやや中高生が多かった．入所年齢は，小学入学前が約 6 割，入所期

間は 5 年未満が 32.9％，5 年以上が 67.1%と長期入所の子どもが多かった．虐待の有無

では，被虐待児童は約 7 割であった．  

 

2）「生活安全感・安心感尺度」得点の平均点の継年的推移  

調査を 2 回実施している 5 施設に対する「生活安全感・安心感尺度」の 4 つの下位

項目それぞれの平均値の継年的変化の比較検討を行った．  

①「他の子どもに対する安全感」の平均点の継年的推移  

5 施設の「他の子どもに対する安全感」に関する継年的変化を表 4-3-a にまとめた．                                             

 

 

5 施設の 2016 年調査，2017 年調査の平均値は，23.2 点，24.8 点と 1%水準で有意差

が認められた（t=2.91，df=175，p<.01）．施設毎に見てみると，4 施設において，2016 年

調査に比べて 2017 年調査の得点に上昇が見られた．その中でも，B 施設は 2016 年調

査が 23.9 点，2017 年調査が 26.7 点と 5%水準（t=2.35，df=53，p<.05），J 施設は 2016 年

調査が 18.8 点，2017 年調査が 24.2 点と 1%水準で有意差が見られた（t=3.35，df=16，

人数 2016年調査 2017年調査 p 値

5施設 176 23.2 24.8 **

A 47 25.0 25.2 n.s.

B 54 23.9 26.7 *

C 41 22.0 22.1 n.s.

J 17 18.8 24.2 **

K 17 22.8 25.0 n.s.

* p<0.05   ,    ** p<0.01    ,  ns ：有意差なし

2016年調査と2017年調査の対応のあるt検定

表4-3-a．他の子どもに対する安全感の継年的変化
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p<.01）．A，C，K 施設に関して有意差は認められなかった．   

②「職員に対する安全感」の平均点の継年的推移  

5 施設の「職員に対する安全感」に関する継年的変化を表 4-3-b にまとめた．  

 

 

5 施設の 2016 年調査，2017 年調査の平均値は，18.6 点，19.4 点と有意差が認められ

なかった．施設毎に見てみると， B 施設は 2016 年調査が 18.3 点，2017 年調査が 20.4

点と 5%水準で有意差が見られた（t=2.68，df=53，p<.05）．A，C，J，K 施設に関して有

意差は認められなかった．   

 

③「他の子どもへの安全感」の平均点の継年的推移  

5 施設の「他の子どもへの安心感」に関する継年的変化を表 4-3-c にまとめた．  

人数 2016年調査 2017年調査 p 値

5施設 176 18.6 19.4 n.s.

A 47 19.3 19.0 n.s.

B 54 18.3 20.4 *

C 41 18.6 19.5 n.s.

J 17 18.2 18.3 n.s.

K 17 17.9 17.7 n.s.

* p<0.05   ,     ns ：有意差なし

2016年調査と2017年調査の対応のあるt検定

表4-3-b．職員に対する安全感の継年的変化
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5 施設の 2016 年調査，2017 年調査の平均値は，18.1 点，18.2 点と有意差が認められ

なかった．施設毎に見てみると，5 施設全てにおいて有意差は認められなかった．   

 

④「職員への安心感と生活空間の居心地」の平均点の継年的推移  

5 施設の「職員への安心感と生活空間の居心地」に関する継年的変化を表 4-3-d にまと

めた．  

 

 

5 施設の 2016 年調査，2017 年調査の平均値は，23.4 点，23.2 点と有意差が認められ

人数 2016年調査 2017年調査 p 値

5施設 176 18.1 18.2 n.s.

A 47 18.9 18.6 n.s.

B 54 18.9 19.4 n.s.

C 41 18.2 18.2 n.s.

J 17 16.7 16.4 n.s.

K 17 14.5 15.4 n.s.

 ns ：有意差なし

2016年調査と2017年調査の対応のあるt検定

表4-3-c．他の子どもへの安心感の継年的変化

人数 2016年調査 2017年調査 p 値

5施設 176 23.4 23.2 n.s.

A 47 21.3 21.5 n.s.

B 54 25.5 25.8 n.s.

C 41 25.2 24.2 n.s.

J 17 23.4 22.2 n.s.

K 17 17.9 18.2 n.s.

 ns ：有意差なし

2016年調査と2017年調査の対応のあるt検定

表4-3-d．職員への安心感と生活空間の居心地の継年的変化
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なかった．施設毎に見てみると，5 施設全てにおいて有意差は認められなかった．   

また，虐待の有無が，生活安全感・安心感得点の継年的変化に影響を及ぼしているか比較

した結果を表 4-4 に示した． 

 

 

176 名のうち，虐待を受けた子どもは 122 名，虐待を受けていない子どもは 54 名であっ

た．虐待を受けた子ども 122 名を対象に，対応のあるｔ検定を行ったところ，4 因子中「他

の子どもに対する安全感」の 1 因子が，2016 年調査の平均値が 22.8 点，2017 年調査が 24.5

点と 5%水準の有意差で 2017 年調査の得点が上がっていた（t=2.41，df=121，p<.05）．「職

員に対する安全感」「他の子どもへの安心感」「職員への安心感と生活空間の居心地」の 3

因子には有意差は認められなかった（ts=.597～1.983，df=121，n.s ）． 

一方，虐待を受けていない子ども 54 名対象に，対応のあるｔ検定を行ったところ，4 因

子とも有意差は認められなかった（ts=.446～1.846，df=53，n.s.）． 

       

3）尺度活用に関する子どもの意見調査 

 2017 年調査において，「生活安全感・安心感尺度」活用の効果についての設問 2 問を，

子どもに調査した．欠損値のある 1 名を削除した 175 名から有効回答が得られ，その結果

を表 4-5 に示した． 

被虐待体験の
有無

人数 2016年平均点 2017年平均点 ｐ値

有 122 22.8 24.5 *

無 54 24.0 25.6 ns

有 122 18.2 19.2 ns

無 54 19.4 19.7 ns

有 122 17.9 18.3 ns

無 54 18.5 18.1 ns

有 122 22.3 22.7 ns

無 54 25.8 24.2 ns

* p< 0.05    ,  ns：有意差なし

他の子どもへの安心感

職員への安心感と
生活空間の居心地

表4-4．被虐待体験の有無の比較（N=176）

他の子どもに対する
安全感

職員に対する安全感
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設問 1 の「この 1 年間をふりかえって，このアンケートは，みなさんが，施設の中で安

全で安心して生活できることに役立ったと感じましたか」では，「とてもそう感じる」が 72

名（41.1％）,「少しそう感じる」が 46 名（26.3％），「どちらとも言えない」29 名（16.6％），

「あまりそう感じない」12 名（6.9%），「全く感じない」16 名（9.1％）と，約 7 割弱の子

どもが役立ったと感じていた．  

 設問 2 の「このアンケートを続けることで，みなさんが，施設の中で，安全で安心して

生活できることに役立つと思いますか」では，「とてもそう思う」が 78 名（44.6%）,「少

しそう思う」が 47 名(26.9%)，「どちらとも言えない」26 名（14.9%），「あまりそう思わな

い」10 名（5.7%），「全く思わない」, 14 名（8.0％）と，約 7 割強が役立つと答えていた． 

  

4）子どもからの調査に関する自由記述 

 2016 年調査・2017 年調査の 2 年間の子どもの自由記述の内容を，KJ 法を参考しな

がら，心理士 2 人で分類した内容を表 4-6 に示した．  

効果に関する質問項目
とてもそう
感じる

少しそう
感じる

どちらとも
言えない

あまりそう
感じない

全く
感じない

設問1
この1年間をふりかえって，このアンケートは，みなさんが，
施設の中で安全で安心して生活できることに役立ったと感じ
ましたか

72（41.1） 46（26.3） 29（16.6） 12（6.9） 16（9.1）

とてもそう
思う

少しそう
思う

どちらとも
言えない

あまりそう
思わない

全く
思わない

設問2
このアンケートを続けることで，みなさんが，施設の中で，
安全で安心して生活できることに役立つと思いますか

78（44.6） 47（26.9） 26（14.9） 10（5.7） 14（8.0）

表4-5．子どもへの尺度活用の効果に関する 設問（N ＝175）
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意味のまとまりを一つの記述とみなし，合計 105 の記述（8 つに重複あり）が書か

れていた．その中で一番多かったのが，アンケートに関する内容が 45 件あった．「楽

しかった，うれしかった，有意義だった」が 6 件，「良い，分かりやすい」が 5 件，

「気楽，正直に書ける，役立つ」が 5 件，「またやりたい」2 件などあった．具体的に

は，「このようなアンケートをしていただきありがとうございます．このアンケート

をすることで普段口では話せないようなことでも素直に答えられると思います．これ

からもこのアンケートをやっていけば，自分の中の不安や悩みが少しは和らぐと思い

ます」と，アンケートを肯定的に捉えていた．一方，「アンケートの量が多い，同じ

質問がある，長い」が 9 件，「大変，疲れた」3 件と，アンケートへの量が多いことを

カテゴリー
カテゴリー

数(%)
サブカテゴリー

数(%)
具体的内容の概要（内数）

肯定的な感想

29(27.6）

楽しかった(4)，うれしかった(1)，有意義(1)，良い・わかりやすいアン

ケート（5)，気楽・正直に書ける（3)，役立つ(2)，またやりたい（2)，感

謝（7），頑張った(3)，もっと良くなりたい(1)

否定的な感想ならび
に要望

16（15.2)

量が多い（5)，同じ質問がある(1），長い（3)，大変(2)，疲れた(1)，家族

の質問も入れてほしい（1)，わかりやすい言葉を使って欲しい(1)，文字が

小さい(1)，やっても無駄(1)

生活への振り返り

7（6.7）
生活への振り返りができた(3)，生活が楽しい・大切な家（4)

自分への振り返り

17（16.2）
自己への振り返りができた(4)，自己の改善意欲（7)，幸福感(1)，暴力防止

への学習効果（5)

職員・施設に関す
る内容

20(19.0） ― 職員への感謝(3)，職員への不満（10)，施設への不満(1)，環境改善要望(6)

抑圧された感情・
思いの解放・解消

6（5.7） ― すっきりした(4)，自分の気持ちが書けて・言えて良かった(2)

感情吐露 3（2.9） ― さみしい(2)，ストレス(1)

願望・要望 2（1.9） ― お金下さい(1)，サッカーしたい(1)

無関係 5（4.8） ―

合計 105（100）

※ 重複項目あり

表4-6．子どもの自由記述のカテゴリー分類（N＝176）

アンケートに関す
る感想

45（42.8）

生活や自己への振
り返り

24(22.9)
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挙げている内容もいくつか見られた．      

次に多かったのが，生活や自己への振り返りの内容が 24 件あった．具体的には，生

活の振り返りでは，「アンケートを通して，自分の今までの生活を振り返ることができ

たので良かった」「毎日の生活を振り返ることは，とても大切だと思いました」と答え

ていた．自己への振り返りでは，「自分のことをよく振り返れて良かった」「このアンケ

ートをして、自分を大切にすることはとても大切だと思いました」「アンケートをやっ

て自分の感情を知ることができた」「このアンケートをしてこれからの生活にいかして

いきたいです」など，生活ならびに自己への振り返りや生活の改善に向けての意識付

けになっていたことがわかった．また，「将来，自分が大人になった時，今日，やった事

を生かし，暴力を振るわないようにしたいです．そのために勉強して良かったです」「自分

を見直すことができた．気軽にしていいことといけないことの区別がついた」「暴言は言わ

ないようにしていきたいけど・・・」と，調査内容が暴力の防止の刺激になったと推測で

きる内容が 5 件見られた． 

3 番目に多かったのは，職員や施設に関する内容で 20 件あった．具体的には「私の

面倒をよく見てくれるのでうれしい」「自分達が困っている時，中に入ってくれて本当

にありがたいです」と，職員への感謝が 3 件述べられていた．反面，「もう少し安心で

きる職員さんがいいです」「職員の口のきき方がわるい」「機嫌を子ども達の前で出さ

ないで，怒る時にその人に合った怒り方をして，平等に生活ができたらいいと思いま

す」と，職員に対する不満が 10 件見られた．そして，施設環境に対して「いじめがな

いこと」「施設をより良い生活環境にして下さい」と，生活環境の改善の要望も見られ

た．   

4，5 番目に多かったのが，抑圧された感情・思いの解放・解消が 6 件，感情吐露が

3 件あった．具体的には，「自分の思っていたことを出せたのですっきりしました」「自分

の気持ちが素直に書けるからいい」「自分の気持ちが言えたみたいでスッキリした」な

ど，普段言えないことが調査を通じて表出できたことが書かれていた．  
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Ⅳ．考察  

1．仮説 1 について  

 児童養護施設で暮らす子どもが感じている生活安全感・安心感を数量化したデータはこ

れまでの研究にはなく，今回，尺度を使うことによって子どもの感じている生活安全感・

安心感の把握が数量的に可能となった．結果は，尺度の 4 因子中「他の子どもに対する安

全感」は 4 施設において上昇が見られた．また，2016 年と 2017 年の経年的得点の変化を

見るために，176 名を対象に対応のある t 検定を行ったところ，2017 年調査は 2016 年よ

り 1%水準の有意差で得点が高まった．他の 3 因子は，2 年間の間に有意差は認められな

かったなど，仮説 1 は尺度の一部の因子において検証された． 

 4 因子中，「他の子どもに対する安全感」のみに得点の伸びが見られた理由としては，

生活安全感の質問項目は，身体的・心理的暴力，いじめ，無視など具体的事象について測

定していることから尺度への反応性が高いからではないかと考える．つまり，これらの事

象は，子どもの日常生活において気付かれ，意識に残りやすく反応に直結しやすいからで

はないかと考える．その間接的な証拠として，前述（4 章 Ⅲ 4)）に書かれている子ども

の自由記述の中で，調査を実施することで，「暴力を振るわないようにしたいです」など

と暴力の防止の学習効果が得られたと推測できる内容が 5 件（4.8%）書かれていたこと

から言えるのではないかと考える．  

 また，「他の子どもに対する安全感」の得点が，有意差を持って上昇が見られた一方，

他の 3 因子得点の上昇には有意差は認められなかった．「職員に対する安全感」に関して

は，5 施設中 1 施設は有意差を持って得点が上昇したが，2 施設は得点が下がり，2 施設

はわずかな変化しか見られなかった．施設には虐待を受けた子どもが多いことから，大人

に対する信頼関係が短期間では得ることができない結果ではないかと考える 15）．つまり

子どもは，友人関係など子ども同士のコントロールが効きやすいところから先に反応する

のに対して，職員との関係性など子どもの努力ではコントロールの及ばない部分への反応

は遅く，後に来るのではないかと考える． 
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 さらに，「他の子どもへの安心感」「職員への安心感と生活空間の居心地」では，得点の

伸びがほとんど見られなかった．これは，虐待を受けた子どもはその体験から不安感を抱

きやすく，他者との信頼関係も築きにくいことが関係しているのではないかと考える．  

つまり，まずは子どもの同士の安全感のように，子どもがコントロールしやすいとこ

ろから反応が表れ，次に職員に対する安全感が高まった後，安心感が高まるのではないか

と推察される．そのため，安心感への反応には時間がかかることが考えられる．しかしな

がらこれらはあくまでも仮説の段階であり，今後追跡していくことが課題である． 

 

2．仮説 2 について  

176 名のうち虐待を受けた子ども 122 名を対象に 2016 年と 2017 年の得点の推移を比較

したところ， 4 因子のうち「他の子どもに対する安全感」が 1%の有意差を持って高まっ

た．一方，虐待を受けていない子どもは 54 名で，4 因子とも，2016 年と 2017 年の得点に

有意差は認められなかった．この結果は，虐待を受けた子どもは，尺度への反応性が高

く，虐待を受けていない子どもより，生活安全感・安心感得点が高まりやすいという仮説

2 の一部を支持するものであった．虐待を受けた子どもは，過去に受けた自分の体験から

暴力，いじめ，無視などの質問項目に，環境改善により敏感に反応した結果ではないかと

考える．  

 

3．尺度の活用に関する子どもの意識調査から 

尺度の活用に関する子どもの意識調査では，約 7 割の子どもは，調査が安全感・安心感

を高めるのに役立つと感じていることや今後も調査の継続を希望していることがわかった．

子どもの自由記述の中でも，アンケートが出てきたことへの感謝や継続して欲しいなど，

アンケートを肯定的に捉えていた内容が 29 件（27.6%）あった．また，生活や自己への振

り返り，自己の改善意欲，抑圧された感情や思いの解放を通じて，普段思っていることが

調査を通じて表出されたという内容もあった．このように，アンケートという介入媒体を
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行うことによって，子どもの内省が促進されたり，安全感や安心感を高める可能性が示唆

された．  

 

4．今後の課題  

今回，調査の繰り返しによる 2 年間の経年的変化では，尺度の 4 因子のうち「他の子ど

もに対する安全感」が高まるなど，子ども間の安全感を高めるのに有効であった．しかし，

調査した 5 施設中 3 施設が調査 2 回目，2 施設が新規で調査したものであるなど条件の相

違があり得点の伸びに影響を与えたことが考えられた．今後は，同じ回数の施設をそろえ

て得点の伸びなどを調査し結果を考察していくことが必要であると考える．また，調査を

行う介入だけでは生活安全感・安心感の改善の伸びは弱いため，調査に加えて，調査と調

査の間に健康教育，安全教育，職員研修などの介入プログラムを組み込んでいくことが必

要と言える．子どもが感じる安全感・安心感を高めるのに，どのような関わりや介入が効

果的なのか介入モデルの構築が大きな課題であると言える 35）．  
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第 5 章  

結語 

 

1．児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」の開発について  

 今回，児童養護施設内で暮らす子どもが安全で安心して暮らすため，現状をアセス

メントするための児童養護施設版「生活安全感・安心感尺度」を開発した．この尺度

は，一定の信頼性，基準関連妥当性，構成概念妥当性は検証され，施設内の子どもが感

じる安全感・安心感を測定することが可能となった．この尺度は，施設側からも子ども

側からも有用であることが示唆された．  

本尺度は，虐待を受けている子どもも受けていない子どもも答えることが可能であ

るが，虐待を受けている子どもは「生活安心感」が低いという回答に特徴があるため，

被虐待児童の特徴を更に検討していくことが必要である．さらに，アンケートに対し，

量が多い，長いとの意見もあったことから，子どもの負担を軽減するための改良も試

みることが必要と考える．また，性的な安全感に関する内容も，どのような形で予防や

早期発見をしていくか検討していくことが今後の課題と考える．   

 

2．尺度を活用した可能性の評価について 

 尺度を活用することによって，子ども間の安全感に向上が見られるなど，その活用

の可能性に一定の有用性が認められた．このことは，毎年施設内で定期的にチェックす

ることによって，安全で安心した環境作りに役立つと考える．  

田嶌 35,45,46)は，施設内に起こる暴力行為の対策として，安全委員会方式を作成した．学

校，児童相談所，施設長，研究者から成る委員会を外部に設置し，その委員会が聞き取な

ど施設内に介入的な試みを行い，一定の効果を得ている．しかし一方，職員や子どもの入

れ替わりによる継続性の問題や，施設側に協力体制の問題など課題として挙げている．野

津 90)や永井 91)は，安全で安心した施設環境作りのために，入所する子どもに対する人権教
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育や職員の人権擁護の視点の習得，援助技術の向上などの必要性を述べている．また，星

野 92)は，施設内で行われているケアが適切かどうかを常にモニタリングしながらケアの質

の向上を目指すモニタリングシステムの構築の必要性を述べている．その意味においては，

今回の尺度の活用の試みは，施設の職員自らが，安全感・安心感を自己点検（モニタリン

グ）したり，安全感・安心感に対する意識の改革にもなり，職員の入れ替わり，子どもの

入れ替わりがあっても，継続的に安全・安心維持システムとして機能するツールとして役

立つと考える． 

今回は，子どもに対して，調査の実施に伴う得点の変化を観察する方法を取ったが，

これだけでは，安全感・安心感を高めるには十分とは言えず，今後ソーシャルトレーニ

ング 93)，職員へのグループワークを通した研修 94,95) など様々な方法 96)を工夫しなが

ら子どもや職員に積極的に介入を図ることによって，更なる効果の評価を試みること

が必要である．  

 

3．児童養護施設における看護職の役割 

近年，看護職の活躍の場は多岐に渡っている．病院や地域での活動だけでなく，幼稚園，

保育園，児童養護施設，情緒短期治療施設など子どもの養育に関わる施設に看護師が配置

されるなど，子どもの心身の健康な育成に対して看護師の役割に期待が寄せられている．

子どもは，成長に伴って身体は成長していくが，その身体の変化に戸惑い心身バランスを

崩すこともある．また，発達障害などの脳機能の遅れに伴う心理的影響，子ども間の性的

な問題など子どもへの心身の発達支援には様々な課題がある．さらに，子どもを養育する

職員に対しても，子どもに対する知識・理解不足からくる指導の困難さなどへの支援など，

看護師が施設内で子どもならびに職員に対してアドバイスや支援を行うことは益々必要と

なると考える． しかしながら，そのような役割が有効に働くためには，まずは子どもが施

設内で安全で安心で生活できていることが前提となる．子どもは水面下で引き起こされる

いじめやいたずらに対して，更なる被害を恐れて発言できない場合がある．また，子ども
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は，自分の日常生活に直結している保育士に対しては，叱られるのを恐れて悩みを相談で

きない場合がある．その点，施設に配置される看護師は、保育士や指導員などの職員とは

立場が異なり、子供たちとやや距離を置いて接することができるため、子どもにとって悩

みを話しやすい立場にある．看護師は，本尺度でアセスメントした結果，安全感や安心感

が低い子どもに対しては，出来るだけ話を聞いたり，その子どもの悩んでいる問題を一緒

に考えたりすることができる．また，グループ全体の結果が安全感・安心感が低い場合に

は，子どもの生活している居室に直接入って，グループ全体の楽しい雰囲気作りを行った

り，子どもの同士の人間関係を良好なものに整えたりする．また，結果を保育士にフィー

ドバックすることによって，保育士と一緒に子どもの養育や心身の健康問題について考え

たり相談にのったりする．このように，看護師が，子どもの心身の健康促進のために，尺

度の結果を活用しながら関わることは重要であると考える．  

 

4．研究の限界と今後の課題  

本調査では，関東近郊で研究協力者と信頼関係が築けている施設に協力依頼をした．

その理由としては，設問内容が施設内での侵害内容を聞くなど協力が得られにくい内

容であることが主な理由である．データに関して，サンプル数は基準を満たしている

ものの地域によってサンプルの偏りは否めない．今後は調査対象地域を広げるなど，

尺度の汎用性を図ることが必要であると考える．また，今回は「生活安全感」は虐待の

概念を基に定義づけているなど，生活安全感は特定の側面の評価である．施設には虐

待を受けた子どもが約 6～7 割いるが，虐待を受けていない子どもも 3～4 割いること

から，今後，生活安全感を包括的に捉えられるよう改良を積み重ねていくことが必要

と考える．  

また，子どもや職員の入れ替わりが影響を与える場合もあり，その点は今回の研究

では不明であった 97)．例えば，問題行動を頻回に引き起こしたり，周りを混乱に巻き込む

ような子どもが入ってきたり，ベテランの職員が辞めるなど，子どもの生活環境が大きく
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変化することで安全感や安心感が影響を受けることが考えられる．今後は，そのような点

も考慮に入れながら追跡していくことが必要である．  

また，施設に入所する子どもの特徴として，虐待などの体験から，大人への信頼感が低

く，職員や調査者に迎合的もしくは警戒して回答し，本心で答えない場合が予測される．

今回，主に研究代表者が調査を行ったが，一部の施設においては施設内心理士が調査を行

っている．そのような問題の解決には， lie scale の導入や全て第 3 者が実施するなど工夫

が必要と考える．  

尺度は回答するだけでは子どもの安全の確保は不十分であることから、今後の課題とし

ては，本尺度でアセスメントした結果を基に，子どもに対しては，他者とより良い人間関

係を築いたり，怒りや攻撃心などの感情をコントロールするためのソーシャルスキルトレ

ーニング，過去の体験や境遇に対する被害的・悲観的な認知傾向の修正を促す認知行動療

法的アプローチなど，子どもが安全で安心して生活し，自立に向けて前向きに取り組める

プログラムの開発が必要であると考える．一方，職員に対しては，より施設内環境の改善

のために尺度に関する職員研修を行ったり，尺度を活用した事例検討を促したり，より良

い環境作りや子どものより良い自立支援のためのシステムを構築していくことが課題であ

ると言える．  
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